
寶
珠
山
本
安
寺
（
広
島
県
福
山
市
）
所
蔵
の
、
享
徳
四
（
一
四
五
五
）
年
正
月
十
二
日
付
慶
林
坊
日
隆
聖
人
（
〔
一
三
八
五
’
一
四
六

四
〕
以
下
、
隆
師
）
染
筆
曼
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
少
し
く
考
察
し
て
い
き
た
い
。
本
安
寺
は
広
島
県
福
山
市
に
所
在
す
る
、
法
華
宗

本
門
流
の
古
刹
で
あ
る
。
平
成
二
十
九
（
二
○
一
七
）
年
春
に
本
安
寺
は
新
本
堂
建
立
の
為
、
旧
本
堂
の
解
体
を
開
始
す
る
。
そ
の

際
に
本
堂
屋
根
裏
よ
り
、
御
本
尊
類
が
収
納
さ
れ
た
木
箱
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
木
箱
か
ら
は
、
⑪
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
染
筆
曼
茶
羅

（
１
）

本
尊
一
幅
、
②
門
祖
日
隆
聖
人
染
筆
曼
茶
羅
本
尊
一
幅
、
側
本
安
寺
開
基
本
住
院
日
領
曼
茶
羅
本
尊
一
幅
、
同
寺
第
二
世
常
住
院
日

悦
曼
茶
羅
本
尊
一
幅
・
同
寺
第
三
世
本
隆
院
日
安
曼
茶
羅
本
尊
一
幅
・
同
寺
第
四
世
善
住
院
日
悟
曼
茶
羅
本
尊
一
幅
・
同
寺
第
五
世

事
円
院
日
重
曼
茶
羅
本
尊
一
幅
・
同
寺
第
六
世
圓
隆
院
日
相
曼
茶
羅
本
尊
一
幅
・
同
寺
第
七
世
真
如
院
日
順
曼
茶
羅
本
尊
一
幅
・
同

寺
第
九
世
教
持
院
日
里
曼
茶
羅
本
尊
一
幅
、
側
京
都
本
能
寺
・
尼
崎
本
興
寺
両
山
第
十
二
世
金
剛
院
日
承
曼
茶
羅
本
尊
一
幅
・
両
山

第
二
十
七
世
源
妙
院
日
玄
曼
茶
羅
本
尊
一
幅
・
両
山
第
二
十
九
世
日
典
曼
茶
羅
本
尊
一
幅
・
両
山
第
三
十
一
世
本
種
院
日
宣
曼
茶
羅

本
尊
一
幅
・
両
山
第
三
十
二
世
蓮
華
院
日
勢
受
茶
羅
本
尊
二
幅
、
⑤
両
山
第
十
七
世
好
学
院
日
證
開
眼
日
蓮
大
聖
人
絵
像
一
幅
・
日

桂
林
学
叢
第
三
十
一
号
令
和
二
年

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
曼
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て

ｌ
「
正
八
幡
」
の
表
記
に
注
目
し
て
Ｉ

一
、
は
じ
め
に
ｌ
問
題
の
所
在

小

西
顕
龍
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蓮
大
聖
人
開
宗
画
一
幅
、
等
が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
木
箱
の
蓋
に
は
、
「
宗
祖
御
真
筆
承
定
御
両
師
両
本
山
歴
祖
曼
茶
羅
本

（
２
）

安
寺
什
寶
明
治
四
十
三
年
四
月
大
安
日
新
調
之
現
住
大
隆
院
日
豐
代
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
明
治
四
十
三

（
一
九
一
９
年
に
、
本
安
寺
第
二
十
四
世
大
隆
院
日
豊
が
本
安
寺
に
伝
来
す
る
宝
物
類
を
整
理
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の

年
は
岡
宮
光
長
寺
同
時
二
祖
日
春
聖
人
・
上
総
鷲
山
寺
開
基
日
弁
聖
人
第
六
○
○
遠
忌
に
あ
た
り
、
三
年
後
の
大
正
二
（
一
九
一

三
）
年
は
大
覚
妙
実
聖
人
第
五
五
○
遠
忌
・
日
隆
聖
人
第
四
五
○
遠
忌
に
あ
た
る
。
推
測
の
範
鴫
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
宗
門
先

師
の
御
遠
忌
の
節
目
に
あ
た
り
、
住
持
日
豊
は
本
安
寺
の
宝
物
を
整
理
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
木
箱
が
旧
本
堂
の
屋
根
裏
か
ら
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
本
安
寺
現
住
、
第
二
十
九
世
山
上
豊
順
師
に
よ
れ
ば
、
本

安
寺
の
旧
本
堂
の
裏
向
拝
に
は
部
屋
が
あ
り
、
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
前
ま
で
木
箱
は
こ
の
部
屋
に
保
管
さ
れ
て
い
た
様
で
あ
る
。

し
か
し
、
戦
争
が
激
化
す
る
に
つ
れ
、
本
安
寺
は
全
国
の
子
供
達
を
そ
の
疎
開
先
と
し
て
受
け
入
れ
始
め
、
裏
向
拝
の
部
屋
で
は
数

十
人
の
子
供
達
が
寝
起
き
し
て
お
り
、
そ
の
際
に
こ
の
木
箱
が
旧
本
堂
の
屋
根
裏
に
移
さ
れ
格
護
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

古
来
よ
り
本
安
寺
に
は
隆
師
真
筆
曼
茶
羅
本
尊
が
伝
来
さ
れ
て
い
る
と
口
伝
さ
れ
て
い
た
が
、
今
般
再
び
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、

鑑
定
調
査
が
行
わ
れ
、
改
め
て
本
安
寺
伝
来
の
曼
茶
羅
本
尊
が
隆
師
直
筆
の
曼
茶
羅
本
尊
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、

本
稿
で
は
、
本
安
寺
伝
来
享
徳
四
（
一
四
五
五
）
年
正
月
十
二
日
付
隆
師
曼
茶
羅
本
尊
を
紹
介
し
、
そ
の
受
茶
羅
本
尊
中
に
み
ら
れ

る
「
正
八
幡
」
の
記
述
に
注
目
し
、
隆
師
曼
茶
羅
本
尊
の
特
徴
に
つ
い
て
少
し
く
考
察
し
て
い
き
た
い
。

伝
承
に
よ
れ
ば
、
大
永
元
（
一
五
一
二
）
年
本
住
院
日
領
（
’
一
五
三
○
）
が
本
安
寺
を
真
言
宗
か
ら
法
華
宗
に
改
宗
さ
せ
、
寶
珠

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
受
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）

二
、
寶
珠
山
本
安
寺
に
つ
い
て

－62－



山
本
安
寺
と
称
し
た
こ
と
か
ら
、
日
領
を
本
安
寺
の
開
基
と
し
て
い
る
。
そ
れ
以
前
は
、
時
宗
・
天
台
宗
・
真
言
宗
を
経
て
法
華
宗

に
帰
伏
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
元
禄
十
（
一
六
九
七
）
年
初
頭
、
第
七
世
眞
如
院
日
順
代
に
火
災
に
よ
り
堂
宇
が
全
焼
し
、
古
記

（
３
）

録
等
の
消
失
に
よ
り
本
安
寺
の
縁
起
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
内
田
重
徳
著
「
宝
珠
山
本
安
寺
由
緒
沿
革
」
に
よ
れ
ば
、

⑩
「
備
後
古
城
記
」
記
載
の
享
徳
四
（
一
四
五
五
）
年
以
前
に
江
草
和
泉
守
元
実
が
本
安
寺
を
法
華
宗
へ
改
宗
さ
せ
た
説
、
②
「
寛

永
再
改
備
後
古
城
系
譜
記
」
記
載
の
明
応
年
中
二
四
九
二
’
一
五
○
○
）
に
有
地
石
見
守
清
元
が
妙
照
寺
に
あ
る
有
地
一
族
の
墓

を
本
安
寺
に
移
設
し
、
一
族
の
菩
提
寺
と
し
法
華
宗
に
改
宗
し
た
説
、
③
「
備
後
太
平
記
」
・
「
梵
漢
和
州
過
去
帳
縁
起
」
記
戦
の

大
永
元
（
一
五
一
二
）
年
本
住
院
日
領
が
真
言
宗
か
ら
法
華
宗
に
改
宗
し
た
説
の
、
三
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
四

種
の
原
史
料
に
そ
の
出
典
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
今
後
の
研
究
課
題
と
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

（
４
）

（
５
）

ま
た
、
「
蔵
品
郡
志
」
で
は
、
大
永
元
（
一
五
二
一
）
年
創
立
で
開
基
は
本
住
院
日
領
と
し
て
い
る
。
「
法
華
宗
年
表
」
で
は
、
明

応
年
中
に
本
住
院
日
領
が
広
島
有
地
石
見
守
の
菩
提
寺
と
し
て
本
安
寺
を
創
立
し
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
広
島
県
の
地
名
」

（
６
）

で
は
、
本
安
寺
は
大
永
元
（
一
五
二
二
年
の
創
建
で
、
有
地
氏
の
菩
提
寺
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
７
）

さ
ら
に
、
宗
門
内
の
史
料
と
し
て
は
、
「
本
能
寺
史
料
」
西
国
末
寺
篇
に
、
「
有
地
村
本
安
寺
由
緒
書
」
と
し
て
、
㈲
「
当
寺
来
暦

ア
ル
ヂ

之
事
」
と
口
「
備
後
国
福
山
領
錆
繩
郵
由
緒
宝
珠
山
本
安
寺
」
の
二
種
の
史
料
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
を
列
挙
す
れ

ば
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
愛
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）

Ｈ
「
当
寺
来
暦
之
事
」

当
寺
来
暦
之
事
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口

（
表
紙
）

「
一 一 一

、 、 、一
、
拙
寺
草
創
者
、
明
応
歳
中
二
有
地
石
見
守
殿
発
起
二
而
建
立
仕
候

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
受
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）

由
緒

本
能
寺

本
興
寺

寺
内
横
弐
拾
間
、
長
拾
五
間
、
外
二
山
林
竹
木
有
之

備
後
国
芦
田
郡
有
地
村

本
安
寺
（
黒
印
）

円
隆
院
日
相
（
花
押
）

〔
〃
〕

貞
享
二
乙
丑
九
□
口
三
日

京
本
能
寺
・
尼
崎
本
興
寺
両
本
山
末
寺
備
後
国
芦
田
郡
有
地
村
本
安
寺
、
天
正
年
中
開
關
也
、
開
山
日
良

田
畠
壱
町
壱
反

ア
ル
ヂ

「
備
後
国
福
山
領
搾
細
鄙
由
緒
宝
珠
山
本
安
寺
」

備
後
国
福
山
領
捕
繩
率

御
役
者
中

ア
ル
ヂ

宝
珠
山
本
安
寺
」

－“一



一一一一一一一一一一一一一一一一一一

、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
受
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）

心
鏡
院
義
照
日
勇
居
士
棚
脈
鋸
肥
礒
去
江
草
和
泉
守

境
内
唖
錨
筆
岨
魏
雌
蛾
計
騒
蠅
小
林
四
十
間
二
三
十
間
右
者
御
除
地
也

二
祖
常
住
院
日
悦
ハ
池
嘩
肝
劫
峨
死
去
仕
候

三
祖
本
隆
院
日
安
ハ
感
峨
咋
華
日
死
去
仕
候

四
祖
善
住
院
日
悟
ハ
鉦
僻
地
城
ハ
日
死
去
仕
候

五
祖
真
円
院
日
重
ハ
唾
杖
迦
賊
ハ
日
死
去
仕
候

六
祖
円
隆
院
日
相
ハ
嘩
醗
恥
雌
ハ
日
死
去
仕
候

中
興七
祖
真
如
院
日
順
ハ
拝
纒
斗
匪
蠣
日
死
去
仕
候

八
祖
実
相
院
日
地
ハ
蓉
詠
躯
確
九
日
死
去
仕
候

九
祖
教
持
院
日
里
ハ
酸
極
肚
華
日
死
去
仕
候

十
祖
日
憲
上
人
ハ
鋤
岬
肚
轆
日
死
去
仕
候

十
一
祖
真
教
院
日
胤
ハ
堆
蝿
恥
雌
日
死
去
仕
候

十
二
祖
正
順
院
日
樹
ハ
罧
側
恥
雌
Ⅱ
死
去
仕
候

開
山
本
住
院
日
領
ハ
葬
聡
恒
誠
砿
死
去
仕
候

理
法
院
殿
背
心
日
覚
大
居
士
趣
雑
詠
に
酔
睡
銅
鉱
叩
唾
華
有
地
石
見
守
殿

法
党
院
殿
妙
心
日
孝
大
姉

宝
林
院
殿
蓮
心
日
珠
大
居
士
琢
竝
叶
郵
紳
弐
朋
粁
垂
叩
鉦
華
有
地
治
郎
左
衛
門
隆
信

高
厳
院
殿
妙
允
日
光
大
姉

有
地
美
作
守
殿
ハ
天
正
十
歳
ノ
比
口
長
州
江
引
越
二
相
成
法
号
相
知
レ
不
申
候

最
初
旦
那
江
草
和
泉
守
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一一一一一一一一一一一一一一一一一一

、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
受
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）

十
三
祖
慈
雲
院
日
耕
ハ
幟
泳
垂
艫
七
日
死
去
仕
候

十
四
祖
知
泉
院
日
冷
ハ
睡
棚
娠
賊
一
冊
死
去
仕
候

十
五
祖
一
乗
院
日
住
ハ
唖
唾
脈
雌
七
日
死
去
仕
候

十
六
祖
止
玄
院
日
豊
ハ
癖
蔀
匪
罐
日
死
去
仕
候

十
七
祖
唯
円
院
日
耀
ハ
睡
糀
証
艫
廿
日
死
去
仕
候

十
八
祖
寛
昇
院
日
如
ハ
粒
趣
蹄
輝
七
日
死
去
仕
候

十
九
祖
泰
善
院
日
宏
ハ
嘩
醍
肱
聿
日
死
去
仕
候

本
堂
五
間
四
面
二
噸
御
座
候
建
立
主
真
如
院
日
順
代

番
神
堂
群
蝿
華
州
幽
肪
一
而
御
座
候
建
立
真
如
院
日
順
代

鐘
楼
堂
壱
間
半
四
方
而
御
座
候
建
立
真
如
院
日
順
代

鐘
鋳
貞
享
五
辰
年
二
月
比
回
也
真
如
院
日
順
代

八
幡
社
趣
九
尺
二
一
間
而
御
座
候
建
立
真
如
院
日
順
代

庫
裏
九
間
二
四
間
二
耐
御
座
候
建
立
真
如
院
日
順
代

廓
下
嶢
剰
嘩
鴎
棚
一
而
御
座
候
建
立
教
持
院
日
里
代

石
燈
寵
四
ッ
高
サ
七
尺
余
華
欺
峠
雌
諭
有
り
建
立
教
持
院
日
里
代

表
門
六
尺
梁
弍
間
半
而
御
座
候
蝿
錘
率
鞠
溌
叩
郷
峨

茶
堂
壱
間
二
壱
間
半
耐
御
座
候
醜
迦
趣
卿
辨
叩
郷
脈

手
水
堂
壱
間
二
四
尺
耐
御
座
候
建
立
真
如
院
日
順
代
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候右
、者
円 ，

上今
、 凸、△

今般

一一一一一一一

、 、 、 、 ､ 、 、

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
愛
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）

土
蔵
二
間
梁
二
五
間
而
御
座
候
建
立
止
玄
院
日
豊
代

納
屋
二
間
梁
二
十
五
間
半
雨
御
座
候
確
趣
嘩
鵬
壗
”
鯉
幟

味
噌
蔵
壱
間
二
壱
間
半
而
御
座
候
建
立
真
如
院
日
順
代

石
垣
練
塀
釧
糖
に
蹄
捧
間
余
御
座
候
建
立
寛
昇
院
日
如
代

田
畑
高
三
拾
三
石
弐
斗
五
升
九
合
所
持
仕
候

山
林
群
棚
一
箇
処
耐
所
持
仕
候
、
Ⅲ
シ
畝
数
相
知
レ
不
申
候

檀
家
三
百
壱
軒
御
座
候

天
保
十
歳
亥
十
月
本
安
寺
（
黒
印
）

御
改
二
付
、
由
緒
指
上
候
処
、
毛
頭
相
違
無
御
座

二
十
代
目
現
住

寛
行
院
日
啓
（
花
押
）

旦
中
惣
代

下
江
忠
平
（
黒
印
）

江
艸
善
五
郎
（
黒
印
）

木
村
岩
右
衛
門
（
黒
印
）
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つ
ぎ
に
、

保
十
二
八

う
で
あ
る
。

第
二
条
で
は
、
圭

第
三
条
で
は
、
一

等
が
確
認
さ
れ
る
。

第
一
条
で
は
、
本
安
寺
の
草
創
は
明
応
年
中
（
一
四
九
二
’
一
五
○
二
で
、
有
地
石
見
守
殿
の
発
願
に
よ
り
建
立
さ
れ
た
こ
と
。

第
二
条
で
は
、
本
安
寺
の
開
山
は
本
住
院
日
領
で
あ
り
、
享
禄
三
（
一
五
三
○
）
年
三
月
十
三
日
に
遷
化
し
た
こ
と
。

第
三
条
で
は
、
本
安
寺
の
建
立
発
願
主
で
あ
る
有
地
石
見
守
殿
の
法
名
は
「
理
法
院
殿
青
心
日
覚
大
居
士
」
で
、
大
永
二
（
一
五

二
二
）
年
五
月
九
日
に
死
去
し
た
こ
と
。
有
地
石
見
守
殿
内
室
の
法
名
は
「
法
覚
院
殿
妙
心
日
孝
大
姉
」
で
、
大
永
三
（
一
五
二

三
）
年
四
月
十
七
日
に
死
去
し
た
こ
と
。

以
上
、
二
種
の
由
緒
書
の
本
文
に
つ
い
て
列
挙
し
た
が
、
順
次
確
認
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
㈲
「
当
寺
来
暦
之
事
」
は
全
三
条
か
ら
な
り
、
本
安
寺
第
六
世
円
隆
院
日
相
が
貞
享
二
（
一
六
八
五
）
年
九
月
に
法
華
宗

（
本
門
流
）
の
大
本
山
で
あ
る
、
京
都
本
能
寺
と
尼
崎
本
興
寺
の
両
本
山
の
役
者
に
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
条
で
は
、
本
安
寺
は
京
都
本
能
寺
と
尼
崎
本
興
寺
の
両
本
山
の
末
寺
で
あ
る
こ
と
。
備
後
国
芦
田
郡
有
地
村
に
位
置
し
て
い

る
こ
と
。
天
正
年
間
（
一
五
七
三
ｌ
）
の
開
關
で
あ
る
こ
と
。
開
山
は
日
良
で
あ
る
こ
と
、
等
が
確
認
さ
れ
る
。

第
二
条
で
は
、
本
安
寺
は
田
畠
を
壱
町
壱
反
所
有
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

第
三
条
で
は
、
本
安
寺
の
寺
内
は
間
口
が
弐
拾
間
で
奥
行
が
拾
五
間
で
あ
る
こ
と
。
寺
外
に
山
林
竹
木
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
、

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
塾
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）

ア
ル
ヂ

、
口
「
備
後
国
福
山
領
龍
迦
罰
由
緒
宝
珠
山
本
安
寺
」
は
、
全
四
四
条
か
ら
な
り
、
本
安
寺
第
二
十
世
寛
行
院
日
啓
が
天

八
三
九
）
年
十
月
に
、
旦
中
惣
代
四
名
と
共
に
署
名
押
印
し
て
い
る
。
全
四
四
条
の
条
文
内
容
を
列
挙
す
れ
ば
っ
ぎ
の
よ

木
村
栄
治
良
（
黒
印
）
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十
間
を
免
税
地
と
す
る
こ
と
。

第
九
条
で
は
、
本
安
寺
第
一

第
十
条
で
は
、
本
安
寺
第
一

第
九
条
で
は
、
本
安
寺
第
二

日
に
死
去
し
た
こ
と
。
有
地
治
卸

三
月
十
五
日
に
死
去
し
た
こ
と
。

第
四
条
で
は
、
有
地
治
郎
左
衛
門
隆
信
の
法
名
は
、
「
宝
林
院
殿
蓮
心
日
珠
大
居
士
」
で
天
文
十
九
（
一
五
五
○
）
年
十
月
十
三

に
死
去
し
た
こ
と
。
有
地
治
郎
左
術
門
隆
信
の
内
室
の
法
名
は
「
高
厳
院
殿
妙
允
日
光
大
姉
」
で
、
天
文
廿
三
（
一
五
五
四
）
年

世
常
住
院
日
悦
は
慶
長
十
九
（
一
六
一
四
）
年
四
月
六
日
に
遷
化
し
た
こ
と
。

第
十
条
で
は
、
本
安
寺
第
三
世
本
隆
院
日
安
は
弘
治
二
（
一
五
五
六
）
年
八
月
二
日
遷
化
し
た
こ
と
。

第
十
一
条
で
は
、
本
安
寺
第
四
世
善
住
院
日
悟
は
正
保
四
（
一
六
四
七
）
年
九
月
十
六
日
に
遷
化
し
た
こ
と
。

第
十
二
条
で
は
、
本
安
寺
第
五
世
吏
円
院
日
重
は
寛
文
四
（
一
六
六
四
）
年
十
一
月
六
日
に
遷
化
し
た
こ
と
。

第
十
三
条
で
は
、
本
安
寺
第
六
世
円
隆
院
日
相
は
元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
四
月
二
十
六
日
に
遷
化
し
た
こ
と
。

第
十
四
条
で
は
、
本
安
寺
第
七
世
で
中
興
の
真
如
院
日
順
は
享
保
十
二
（
一
七
二
七
）
年
十
一
月
一
日
に
遷
化
し
た
こ
と
。

第
十
五
条
で
は
、
本
安
寺
第
八
世
実
相
院
日
地
は
宝
永
五
（
一
七
○
八
）
年
三
月
二
十
九
日
に
遷
化
し
た
こ
と
。

第
十
六
条
で
は
、
本
安
寺
第
九
世
教
持
院
日
里
は
寛
延
七
二
七
五
四
）
年
九
月
二
日
に
遷
化
し
た
こ
と
。

第
十
七
条
で
は
、
本
安
寺
第
十
世
日
惣
上
人
は
明
和
七
（
一
七
七
○
）
年
八
月
一
日
に
遷
化
し
た
こ
と
。

第
十
八
条
で
は
、
本
安
寺
第
十
一
世
真
教
院
日
胤
は
宝
暦
七
二
七
五
七
）
年
九
月
一
日
に
遷
化
し
た
こ
と
。

第
五
条
で
は
、
有
地
美
作
守
殿
は
天
正
十
（
一
五
八
二
）
年
頃
に
長
州
へ
国
替
え
し
た
為
法
号
が
不
明
で
あ
る
こ
と
。

第
六
条
で
は
、
本
安
寺
の
最
初
の
檀
那
は
江
草
和
泉
守
で
あ
る
こ
と
。

第
七
条
で
は
、
江
草
和
泉
守
の
法
名
は
「
心
鏡
院
義
照
日
勇
居
士
」
で
明
応
六
（
一
四
九
七
）
年
十
月
朔
日
に
死
去
し
た
こ
と
。

第
八
条
で
は
、
本
安
寺
の
境
内
は
、
五
畝
弐
十
六
歩
十
六
間
に
十
一
間
、
四
歩
弐
間
に
弐
間
は
、
観
音
屋
敷
、
小
林
四
十
間
に
三

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
愛
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
髄
）
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る
こ
と
。

一
」
、
シ
」
０

の
代
で
あ
る
こ
と
ｃ

第
十
九
条
で
は
、
本
安
寺
第
十
二
世
正
順
院
日
樹
は
天
明
六
二
七
八
六
）
年
八
月
二
十
一
日
に
遷
化
し
た
こ
と
。

第
二
十
条
で
は
、
本
安
寺
第
十
三
世
慈
雲
院
日
耕
は
安
永
五
二
七
七
六
）
年
十
二
月
七
日
に
遷
化
し
た
こ
と
。

第
二
十
一
条
で
は
、
本
安
寺
第
十
四
世
知
泉
院
日
冷
は
天
明
元
（
一
七
八
二
年
十
月
二
十
二
日
に
遷
化
し
た
こ
と
。

第
二
十
二
条
で
は
、
本
安
寺
第
十
五
世
一
乗
院
日
住
は
寛
政
元
（
一
七
八
九
）
年
五
月
二
十
七
日
に
遷
化
し
た
こ
と
。

第
二
十
三
条
で
は
、
本
安
寺
第
十
六
世
止
玄
院
日
豊
は
享
和
二
（
一
八
○
二
）
年
三
月
十
日
に
遷
化
し
た
こ
と
。

第
二
十
四
条
で
は
、
本
安
寺
第
十
七
世
唯
円
院
日
耀
は
文
化
五
（
一
八
○
八
）
年
十
一
月
二
十
日
に
遷
化
し
た
こ
と
。

第
二
十
五
条
で
は
、
本
安
寺
第
十
八
世
寛
昇
院
日
如
は
文
政
六
二
八
二
三
）
年
九
月
二
十
七
日
に
遷
化
し
た
こ
と
。

第
二
十
六
条
で
は
、
本
安
寺
第
十
九
世
泰
善
院
日
宏
は
天
保
九
二
八
三
八
）
年
五
月
三
日
に
遷
化
し
た
こ
と
ｃ

第
二
十
七
条
で
は
、
本
安
寺
の
本
堂
は
五
間
四
面
で
あ
る
こ
と
。
建
立
は
第
七
世
真
如
院
日
順
の
代
で
あ
る
こ
と
。

第
二
十
八
条
で
は
、
本
安
寺
の
番
神
堂
は
、
本
社
が
一
間
四
方
で
拝
殿
が
弐
間
四
方
で
あ
る
こ
と
。
建
立
は
第
七
世
真
如
院
日
順

第
三
十
二
条
で
は
、
庫
裏
は
九
間
に
四
間
の
大
き
さ
で
あ
る
こ
と
。
建
立
は
第
七
世
真
如
院
日
順
の
代
で
あ
る
こ
と
。

第
三
十
三
条
で
は
、
廓
下
は
二
間
に
一
間
の
大
き
さ
で
、
破
風
が
つ
い
て
い
る
こ
と
。
建
立
は
第
九
世
教
持
院
日
里
の
代
で
あ
る

第
二
十
九
条
で
は
、
本
安
寺
の
鐘
楼
堂
は
一
間
半
四
方
で
あ
る
こ
と
。
建
立
は
第
七
世
真
如
院
日
順
の
代
で
あ
る
こ
と
。

第
三
十
条
で
は
、
鐘
の
鋳
造
は
貞
享
五
（
一
六
八
八
）
年
二
月
頃
で
、
第
七
世
真
如
院
日
順
の
代
で
あ
る
こ
と
。

第
三
十
一
条
で
は
、
本
安
寺
八
幡
社
は
、
奥
行
き
が
九
尺
、
間
口
が
一
間
で
あ
る
こ
と
。
建
立
は
第
七
世
真
如
院
日
順
の
代
で
あ

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
愛
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）
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第
三
十
五
条
で
は
、

如
の
代
で
あ
る
こ
と
。

第
三
十
六
条
で
は
、

如
の
代
で
あ
る
こ
と
。

第
三
十
四
条
で
は
、
石
燈
寵
は
四
つ
あ
り
、
高
さ
は
七
尺
余
で
あ
り
、
二
つ
は
本
堂
前
に
あ
り
、
残
り
の
二
つ
は
門
前
に
あ
る
こ

と
。
建
立
は
第
九
世
教
持
院
日
里
の
代
で
あ
る
こ
と
。

第
三
十
五
条
で
は
、
表
門
は
六
尺
梁
一
間
半
で
あ
る
こ
と
。
建
立
は
第
七
世
真
如
院
日
順
の
代
で
、
再
建
は
第
十
八
世
寛
昇
院
日

あ
る
こ
と
。

第
三
十
七
条
で
は
、
手
坐

第
三
十
八
条
で
は
、
土
華

第
三
十
九
条
で
は
、
納
三

院
日
樹
の
代
で
あ
る
こ
と
。

第
四
十
条
で
は
、
味
噌
趣

第
四
十
条
で
は
、
味
噌
蔵

手
水

第
四
十
二
条
で
は
、
本
安
寺
は
石
高
が
三
拾
三
石
弐
斗
五
升
九
合
の
田
畑
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
。

第
四
十
三
条
で
は
、
本
安
寺
は
寺
向
と
若
林
に
山
林
を
二
箇
処
所
持
し
て
い
る
が
、
畝
数
は
不
明
で
あ
る
こ
と
。

第
四
十
四
条
で
は
、
檀
家
は
三
百
壱
軒
で
あ
る
こ
と
。

そ
し
て
、
条
文
の
後
に
は
、
本
安
寺
第
二
十
世
寛
行
院
日
啓
が
天
保
十
（
一
八
三
九
）
年
十
月
に
、
旦
中
惣
代
四
名
、
下
江
忠
平
・

江
艸
善
五
郎
・
木
村
岩
右
衛
門
・
木
村
栄
治
良
と
共
に
署
名
押
印
し
て
い
る
。
こ
れ
は
江
戸
幕
府
の
役
人
が
調
査
す
る
御
改
め
に
よ

は
壱
間
に
壱
間
半
で
あ
る
こ
と
。
建
立
は
第
七
世
真
如
院
日
順
の
代
で
あ
る
こ
と
。

第
四
十
一
条
で
は
、
石
垣
練
塀
は
間
数
二
十
三
間
余
り
で
高
さ
は
八
尺
余
り
あ
る
こ
と
。
建
立
は
第
十
八
世
寛
昇
院
日
如
の
代
で

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
盤
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）

堂
は
壱
間
に
四
尺
で
あ
る
こ
と
。
建
立
は
第
七
世
真
如
院
日
順
の
代
で
あ
る
こ
と
。

土
蔵
は
二
間
梁
に
五
間
で
あ
る
こ
と
。
建
立
は
第
十
六
世
止
玄
院
日
豊
の
代
で
あ
る
こ
と
。

納
屋
は
二
間
梁
に
十
五
間
半
で
あ
る
こ
と
。
建
立
は
第
九
世
教
持
院
日
里
の
代
で
、
再
建
は
第
十
二
世
正
順

茶
堂
は
壱
間
に
壱
間
半
で
あ
る
こ
と
。
建
立
は
第
七
世
真
如
院
日
順
の
代
で
、
再
建
は
第
十
八
世
寛
昇
院
日
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移
し
た
こ
と
、
等
が
確
認
で
き
る
。

り
、
本
安
寺
の
由
緒
を
提
出
し
、
そ
の
内
容
に
相
違
が
無
い
こ
と
を
示
現
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

で
は
つ
ぎ
に
、
四
種
の
郷
土
史
史
料
に
み
ら
れ
る
本
安
寺
に
つ
い
て
順
次
確
認
し
て
い
き
た
い
。

（
８
）

ま
ず
、
日
「
福
山
志
料
上
巻
」
巻
之
十
九
で
は
、

本
安
寺
寶
珠
山
法
華
宗
本
能
寺
本
興
寺
両
寺
末
寺
開
山
本
住
院
日
領
享
禄
三
年
庚
寅
三
月
十
三
日
寂
六
郡
志
に
相
方
の
城

主
有
地
美
作
守
元
盛
の
菩
提
所
な
り
と
い
へ
と
も
分
明
な
ら
す
（
後
略
）

と
あ
り
、
本
住
院
日
領
が
開
山
で
あ
り
、
享
禄
三
（
一
五
三
○
）
年
三
月
十
三
日
に
遷
化
し
た
こ
と
。
相
方
の
城
主
有
地
美
作
守
元

盛
の
菩
提
所
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
こ
と
、
等
が
確
認
で
き
る
。

（
９
）

つ
ぎ
に
、
四
「
蘆
品
郡
志
』
第
六
章
第
二
節
で
は
、

本
安
寺
有
磨
村
大
字
下
有
地
字
大
坊
（
中
略
）

由
緒
大
永
元
辛
酉
年
創
立
、
開
基
本
住
院
日
領
縁
由
不
詳
。
或
日
開
基
日
領
、
享
禄
三
年
三
月
十
三
日
寂
す
、
山
號
寶
珠

山
、
有
地
氏
菩
提
所
に
し
て
、
同
家
妙
照
寺
の
墓
を
當
寺
に
移
せ
り
、
（
後
略
）

と
あ
り
、
本
安
寺
は
有
磨
村
下
有
地
に
位
置
し
て
お
り
、
創
立
は
大
永
元
（
一
五
二
二
年
で
あ
る
こ
と
。
開
基
は
本
住
院
日
領
で

あ
る
が
、
そ
の
縁
由
は
詳
し
く
は
分
か
ら
な
い
こ
と
。
あ
る
説
に
よ
れ
ば
、
本
安
寺
の
開
基
は
日
領
で
、
享
禄
三
年
三
月
十
三
日
遷

化
し
た
こ
と
。
山
號
は
寶
珠
山
で
有
地
氏
の
菩
提
所
で
あ
り
、
有
地
氏
の
か
つ
て
の
菩
提
所
で
あ
っ
た
、
妙
照
寺
の
墓
を
本
安
寺
へ

（
畑
）

さ
ら
に
、
田
「
西
備
名
厘
」
巻
之
五
十
で
は
、

。
○

賓
珠
山
、
本
安
寺
法
花
宗
棒
蠅
隷
両
末
寺
開
基
、
本
住
院
日
領
大
徳
、
亨
（
享
）
禄
三
年
三
月
十
三
日
寂
す
。
有
地
氏
菩

提
所
妙
照
寺
の
墓
を
當
寺
に
移
す
。
（
後
略
）

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
受
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）
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日
蓮
聖
人
門
下
の
曼
茶
羅
本
尊
の
形
式
と
し
て
は
、
勧
請
さ
れ
る
列
座
の
諸
仏
・
諸
尊
等
の
有
無
や
そ
の
多
少
に
よ
り
、
広
式
・

（
腿
）

略
式
・
要
式
に
分
類
さ
れ
る
。
題
目
を
中
心
に
諸
尊
列
衆
の
最
も
多
い
も
の
が
広
式
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
特
に
十
界
の
諸
尊
列
衆

が
勧
請
さ
れ
て
い
る
場
合
は
「
十
界
勧
請
の
大
曼
茶
羅
本
尊
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
列
衆
の
比
較
的
少
な
い
も
の
は
「
略
式
曼

（
皿
）

そ
し
て
、
㈱
『
備
陽
六
郡
志
」
外
篇
で
は
、

寺
壹
ヶ
所
法
華
宗
寶
珠
山
本
安
寺
開
山
本
住
院
日
領
、
享
禄
三
庚
寅
三
月
十
三
日
寂
。

。
○

◎
○
◎

京
都
本
能
寺
、
尼
崎
（
京
都
の
上
に
本
山
、
尼
崎
の
下
に
本
興
寺
を
脱
せ
る
か
）
相
方
の
城
主
有
地
美
作
守
元
盛
の
菩
提
所
也

。
。

と
い
へ
と
も
紛
（
分
か
）
明
な
ら
す
、
（
後
略
）

と
あ
り
、
下
有
地
村
に
は
法
華
宗
寶
珠
山
本
安
寺
が
一
ヶ
寺
あ
り
、
開
山
は
本
住
院
日
領
で
、
享
禄
三
（
一
五
三
○
）
年
三
月
十
三

日
に
遷
化
し
た
こ
と
。
京
都
本
能
寺
と
尼
崎
本
興
寺
の
末
寺
で
あ
る
こ
と
。
相
方
の
城
主
、
有
地
美
作
守
元
盛
の
菩
提
所
と
い
わ
れ

て
い
る
が
、
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
こ
と
、
等
が
理
解
で
き
る
。

以
上
、
四
種
の
史
料
に
お
け
る
本
安
寺
の
記
述
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
で
は
つ
ぎ
に
、
日
蓮
聖
人
門
下
の
曼
茶
羅
本
尊
の
種
類
に

つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

と
あ
り
、
賓
珠
山
本
安
寺
は
法
華
宗
の
両
本
山
本
能
寺
と
本
興
寺
の
末
寺
で
あ
る
こ
と
。
開
基
は
本
住
院
日
領
で
、
享
禄
三
（
一
五

三
○
）
年
三
月
十
三
日
に
遷
化
し
た
こ
と
。
有
地
氏
の
菩
提
所
で
あ
っ
た
妙
照
寺
の
墓
を
本
安
寺
へ
移
し
た
こ
と
、
等
が
理
解
で
き

る
。

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
曼
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）

三
、
日
蓮
聖
人
門
下
の
曼
茶
羅
本
尊
の
種
類
に
つ
い
て
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女
へ
授
与
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

茶
羅
本
尊
」
、
題
目
の
み
の
も
の
は
「
一
遍
首
題
曼
茶
羅
本
尊
」
等
と
通
称
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
宗
祖
滅
後
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
曼
茶
羅
本
尊
は
、
そ
の
信
仰
の
内
容
に
よ
り
⑪
「
守
本
尊
」
、
②
「
祈
祷
本
尊
」
、

③
「
弟
子
曼
茶
羅
」
、
側
「
寺
号
本
尊
」
、
⑤
「
臨
終
曼
茶
羅
」
等
に
分
類
さ
れ
る
。
ま
た
、
曼
茶
羅
本
尊
の
形
態
に
よ
り
、
⑥
形
木

（
版
木
）
曼
茶
羅
本
尊
・
板
曼
茶
羅
本
尊
、
、
「
装
飾
曼
茶
羅
本
尊
」
、
⑧
「
絵
曼
茶
羅
本
尊
」
、
例
題
目
板
碑
等
に
分
類
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
以
上
の
九
種
の
曼
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
、
松
村
謀
嚴
稿
「
日
蓮
宗
の
曼
茶
羅
本
尊
」
と
中
尾
堯
・
寺
尾
英
智
編
「
図
説

日
蓮
聖
人
と
法
華
の
至
宝
第
一
巻
受
茶
羅
本
尊
」
に
導
か
れ
な
が
ら
、
順
次
確
認
し
て
い
き
た
い
。

守
本
尊
は
、
略
式
で
小
型
の
も
の
が
多
く
、
法
華
経
加
護
の
為
に
授
け
ら
れ
、
お
守
り
の
様
に
身
に
つ
け
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
と

さ
れ
る
。
建
治
二
（
一
二
七
六
）
年
八
月
十
三
日
及
び
十
四
日
授
与
の
二
幅
の
宗
祖
曼
茶
羅
御
本
尊
に
は
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
病
即
消
滅
不
老
不
死
」
と
い
う
現
世
利
益
を
願
う
讃
文
と
と
も
に
、
「
亀
若
護
也
」
・
「
亀
姫
護
也
」
と
宗
祖
花
押
中

に
記
さ
れ
宗
祖
が
曼
茶
羅
本
尊
の
授
与
者
で
あ
る
、
亀
若
と
亀
姫
と
を
守
護
す
る
守
り
本
尊
と
し
て
曼
茶
羅
本
尊
を
授
与
し
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
中
尾
堯
著
『
日
蓮
聖
人
の
法
華
曼
茶
羅
」
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
幅
の
曼
茶
羅
本
尊
に
、
建
治
二
（
一
二

七
六
）
年
八
月
十
三
日
「
亀
弥
」
へ
授
与
さ
れ
た
曼
茶
羅
本
尊
を
加
え
、
計
三
幅
の
曼
茶
羅
本
尊
が
宗
祖
か
ら
同
時
に
三
人
へ
そ
れ

ぞ
れ
守
り
本
尊
と
し
て
授
与
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
、
宗
祖
遺
文
「
日
眼
女
釈
迦
仏
供
養
事
」
中
の
「
御
守
書
き
て
ま
い
ら
せ
候
」
と
い
う
記
述
と
、
弘
安
三
（
一
二
八
○
）
年

二
月
に
宗
祖
が
日
眼
女
へ
授
与
し
た
曼
茶
羅
本
尊
の
存
在
か
ら
、
宗
祖
が
こ
の
曼
茶
羅
本
尊
を
守
曼
茶
羅
本
尊
、
御
守
と
し
て
日
眼

仙
守
本
尊

守
本
尊
は
、

さ
れ
る
。
建
率

そ
し
て
、
「
教
王
殿
御
返
事
」
に
は
、
曼
茶
羅
本
尊
を
御
守
と
し
て
授
与
し
た
こ
と
と
、
こ
の
守
曼
茶
羅
本
尊
受
持
の
功
徳
と
、

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
受
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）
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祈
祷
本
尊
は
、
大
曼
茶
羅
本
尊
に
勧
請
さ
れ
た
諸
仏
・
諸
尊
に
対
し
、
本
尊
の
授
与
者
が
願
望
す
る
と
こ
ろ
を
祈
り
、
そ
れ
を
成

就
さ
せ
る
た
め
に
祈
念
の
意
を
こ
め
て
授
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
曼
茶
羅
本
尊
の
上
部
ま
た
は
脇
書
中
に
「
祈
藤
」
・
「
祈
鵜
本

尊
」
等
と
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
さ
す
。
日
蓮
門
下
で
は
特
に
一
致
派
に
お
い
て
、
近
世
以
降
法
華
経
信
仰
者
の
守
護
神
信
仰
が

隆
盛
す
る
に
つ
れ
祈
祷
本
尊
の
図
顕
量
も
多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

臨
終
受
茶
羅
は
、
宗
祖
滅
後
に
現
れ
た
も
の
で
、
大
曼
茶
羅
本
尊
中
に
「
閻
魔
法
皇
」
・
「
五
道
冥
官
」
が
勧
請
さ
れ
、
特
に
臨

終
や
葬
送
の
際
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

寺
号
本
尊
は
、
⑧
弟
子
曼
茶
羅
と
近
似
し
た
目
的
で
図
顕
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
寺
に
未
来
永
劫
に
わ
た
り
伝
え
ら
れ
る
べ
き
曼

茶
羅
本
尊
を
住
持
が
揮
毫
し
た
も
の
で
あ
る
。

弟
子
曼
茶
羅
は
、
師
匠
か
ら
弟
子
へ
授
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
師
弟
の
契
り
を
結
ん
だ
折
に
、
僧
名
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
名
を

脇
書
き
に
記
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
授
与
さ
れ
る
場
面
と
し
て
は
、
大
勢
の
弟
子
の
中
か
ら
一
人
の
僧
を
後
継
者
と
選
定
す

る
時
、
弟
子
が
布
教
伝
道
の
た
め
に
遠
隔
地
へ
赴
く
時
、
弟
子
が
教
団
の
た
め
に
大
き
な
功
績
を
あ
げ
た
時
、
師
匠
が
自
ら
の
死
期

を
感
じ
弟
子
に
後
事
を
託
す
時
、
等
が
代
表
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

よ
り
一
層
の
信
仰
心
を
も
っ
て
こ
の
守
曼
茶
羅
本
尊
に
祈
念
し
何
事
か
成
就
さ
せ
る
こ
と
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
よ
り
、
宗
祖
は
曼
茶
羅
本
尊
を
御
守
、
守
本
尊
と
し
て
授
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

②
祈
祷
本
尊

祈
祷
本
尊
は
、

③
弟
子
曼
茶
羅

側
寺
号
本
尊

⑤
臨
終
曼
茶
羅

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
愛
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）
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題
目
板
碑
は
、
石
製
の
塔
婆
で
、
曼
茶
羅
本
尊
を
模
し
た
文
字
が
刻
印
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
池
上
本
門
寺
大
坊
本
行
寺
に
は
、
正
応
三
（
一
二
九
○
）
年
在
銘
の
も
の
が
現
存
し
、
断
碑
で
あ
る
が
、
蓮
台
座
が
複

数
残
っ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
そ
の
曼
茶
羅
本
尊
勧
請
形
式
は
、
題
目
・
釈
迦
仏
・
多
宝
仏
の
一
塔
両
尊
形
式
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

⑥
形
木
（
版
木
）
曼
茶
羅
本
尊
・
板
曼
茶
羅
本
尊

形
木
曼
茶
羅
本
尊
は
、
宗
祖
直
筆
大
曼
茶
羅
本
尊
を
版
木
に
彫
り
印
刷
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
山
日
祐
編
「
本
尊
聖
教
録
」
に
、

形
木
本
尊
二
幅
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
遅
く
と
も
南
北
朝
期
は
じ
め
に
は
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
板
曼
茶
羅
本

尊
は
、
宗
祖
直
筆
大
曼
茶
羅
本
尊
を
板
に
彫
刻
し
た
も
の
で
、
そ
の
造
立
は
室
町
期
に
お
い
て
、
日
蓮
教
団
勢
力
が
伸
張
す
る
と
共

に
急
増
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
二
種
の
曼
茶
羅
本
尊
の
成
り
立
ち
と
し
て
は
、
宗
祖
滅
後
、
講
会
・
法
会
の
際
に
は
、
そ
の
都
度
宗
祖

直
筆
の
大
曼
茶
羅
本
尊
を
法
華
堂
・
持
仏
堂
に
奉
安
し
て
い
た
が
、
宗
祖
直
筆
大
曼
茶
羅
本
尊
の
損
傷
を
防
ぎ
、
ま
た
常
時
堂
内
に

大
曼
茶
羅
本
尊
を
奉
安
す
る
必
要
性
が
生
じ
た
た
め
に
、
宗
祖
直
筆
の
大
曼
茶
羅
本
尊
を
板
に
彫
刻
し
て
安
置
し
た
と
考
え
ら
れ
て

、
装
飾
曼
茶
羅

装
飾
曼
茶
羅
は
、
大
曼
茶
羅
本
尊
に
彩
色
を
施
し
た
荘
厳
具
な
ど
が
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
文
字
で
表
さ
れ
た
曼
茶
羅
本
尊
に
、

天
蓋
・
理
略
・
蓮
台
等
を
美
し
く
描
き
荘
厳
さ
れ
て
い
る
。

絵
曼
茶
羅
は
、
大
曼
茶
羅
本
尊
勧
請
の
諸
尊
を
絵
像
で
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
宝
塔
の
中
に
釈
迦
仏
・
多
宝
仏

の
像
を
題
目
を
中
心
に
し
て
描
い
た
も
の
を
、
「
宝
塔
曼
茶
羅
」
と
呼
称
し
て
い
る
。

い
る
。

⑨
題
目
板
碑

⑧
絵
曼
茶
羅

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
受
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）
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ま
た
、
中
山
法
華
経
寺
第
二
世
日
高
を
弔
う
題
目
板
碑
は
、
宗
祖
直
筆
曼
茶
羅
本
尊
を
刻
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
日
蓮
門
下
に
お
け
る
九
種
の
曼
茶
羅
本
尊
の
種
類
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
で
は
つ
ぎ
に
、
本
安
寺
所
蔵
日
隆
曼
茶
羅
本
尊

に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

そ
れ
で
は
、
本
安
寺
所
蔵
日
隆
真
筆
曼
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

享
徳
四
（
一
四
五
五
）
年
正
月
十
二
日
付
曼
茶
羅
本
尊
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

大
毘
沙
門
天
王

南
無

大
持
国
天
王

四
、
本
安
寺
所
蔵
日
隆
真
筆
曼
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て

南
無
鐸
迦
牟
尼
佛

南
光
多
寳
如
来妙

法
蓮
華
經

南
光
藥
王
菩
薩

南
無
上
行
菩
薩
等

（
不
動
明
王
）

（
愛
染
明
王
）

身
子
尊
者

三
光
天
子

（
抹
消
）

授
与
之
、
Ⅱ
Ｕ

天
照
太
神

法
主
日
蓮
大
士

正
八
幡
宮
日
隆
（
花
押
）

享
徳
二
二
年
正
月
十
二
日

十
羅
刹
女

鬼
子
母
神
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－8』一

（
覗
畷
亜
巾
）
１
曲
・
司
爺
立
瀦
諜
蓉
Ｙ
読
剰
日
卿
日
三
十
目
亜
劣
刷
剥
番



以
上
の
こ
と
が
ら
に
注
目
し
順
次
確
認
し
て
い
き
た
い
。

⑪
日
隆
真
筆
員
茶
羅
本
尊
の
書
誌
に
つ
い
て

さ
ら
に
、

れ
て
い
る
。

こ
の
曼
茶
羅
本
尊
は
日
隆
真
筆
で
あ
り
、
染
筆
年
時
は
享
徳
四
（
一
四
五
五
）
年
正
月
十
二
日
付
け
で
、
授
与
者
名
が
抹
消
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
受
茶
羅
本
尊
に
勧
請
さ
れ
て
い
る
諸
尊
は
、
①
南
無
釈
迦
牟
尼
佛
②
南
無
多
寳
如
来
③
南
無
上
行
菩
薩
等
④
南
無
薬

王
菩
薩
⑤
大
持
国
天
王
⑥
大
毘
沙
門
天
王
⑦
不
動
明
王
⑧
愛
染
明
王
⑨
鬼
子
母
神
⑩
十
羅
刹
女
⑪
身
子
尊
者
⑫
三
光
天
子
⑬
天
照
太

神
⑭
正
八
幡
宮
⑮
法
主
日
蓮
大
士
、
等
の
全
十
五
種
で
あ
る
。

ま
た
、
曼
茶
羅
本
尊
の
裏
書
に
は
、
「
感
得
主
教
持
院
日
里
」
と
あ
り
、
本
安
寺
第
九
世
日
里
の
代
に
感
得
し
た
こ
と
が
し
ら

れ
る
。

③
染
筆
者

染
筆
年
時
は
享
徳
四
二
四
五
五
）
年
正
月
十
二
日
で
あ
り
、
隆
師
七
十
一
歳
の
揮
毫
で
あ
る
。
こ
の
年
に
隆
師
は
牛
窓
本

蓮
寺
僧
日
澄
に
度
牒
を
授
け
て
い
る
。

②
染
筆
年
時

①
形
態

本
曼
茶
羅
本
尊
は
、
小
西
日
達
先
生
、
大
平
宏
龍
先
生
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
隆
師
真
筆
曼
茶
羅
本
尊
で
あ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
。
平
成
十
一
（
一
九
九
九
）
年
改
訂
、
法
華
宗
本
門
流
宗
宝
・
宗
門
史
蹟
資
料
調
査
室
作
成
、
「
第
二
回
宗
宝
宗
門
史

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
盤
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）

本
曼
茶
羅
本
尊
の
形
態
は
軸
装
紙
本
で
あ
る
。

日
隆
曼
茶
羅
本
尊
は
専
用
の
木
箱
に
収
納
さ
れ
、
木
箱
の
蓋
の
表
書
き
は
「
ラ
ン
ケ
ン
表
具
隆
師
御
本
尊
」
と
記
さ
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そ
れ
で
は
、
隆
師
染
鋳

「
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
」
（

①
南
無
妙
法
蓮
華
經

⑦
収
納
箱
の
表
書
き
に
つ
い
て

「
ラ
ン
ケ
ン
表
具
隆
師
御
本
尊
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
「
日
本
国
語
大
辞
典
」

化
し
た
語
で
あ
り
、
特
に
江
戸
時
代
、
舶
来
の
ラ
シ
ャ
の
こ
と
を
さ
す
と
あ
る
。

ら
ん
け
ん
ど
ん
す

（
Ｍ
）

「
欄
絹
殿
子
」
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

②
日
隆
真
筆
受
茶
羅
本
尊
勧
請
諸
尊
に
つ
い
て

（
脂
〉

そ
れ
で
は
、
隆
師
染
筆
受
茶
羅
本
尊
中
の
諸
尊
に
つ
い
て
、
『
法
華
宗
教
学
網
要
」

（
脇
）

凶
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
」
（
歴
史
迩
等
を
参
照
し
、
確
認
し
て
い
き
た
い
。

（
脂
〉

『
法
華
宗
教
学
網
要
」

④
授
与
者

⑤
感
得
主
に
つ
い
て

跡
審
議
会
参
考
資
料
」
の
「
日
隆
聖
人
曼
茶
羅
本
尊
一
覧
」
に
よ
れ
ば
、
享
徳
年
間
に
お
け
る
日
隆
曼
茶
羅
本
尊
は
、
本
曼
茶

羅
本
尊
を
含
め
全
部
で
二
十
幅
と
な
る
。

⑥
法
量

授
与
者
名
は
不
明
で
あ
る
が
、
「
授
与
之
」
の
三
文
字
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
こ
の
三
文
字
の
下
の
紙
面
が
少
し
毛
羽

立
っ
て
い
る
こ
と
よ
り
、
当
初
は
授
与
者
名
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

本
曼
茶
羅
本
尊
の
裏
書
き
に
よ
れ
ば
、
感
得
主
は
本
安
寺
第
九
世
教
持
院
日
里
で
あ
る
。
日
里
は
寛
延
七
（
一
七
五
四
）
年

遷
化
し
て
い
る
た
め
、
隆
師
滅
後
約
二
九
○
年
前
後
に
感
得
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
愛
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）

本
曼
茶
羅
本
尊
の
本
紙
の
法
量
は
、
縦
四
六
・
四
セ
ン
チ
、
横
二
八
・
七
セ
ン
チ
で
あ
る
。

（
咽
）

に
よ
れ
ば
、
ラ
ン
ケ
ン
と
は
ラ
ー
ケ
ン
の
変

ま
た
、
着
物
の
生
地
の
名
物
裂
の
文
様
に

（
肥
）

『
日
蓮
辞
典
」

（
”
）

「
日
蓮
宗
事
典
」

一鋤一



を
表
す
の
で
あ
る
。

⑤
南
無
藥
王
菩
薩

④
南
無
上
行
菩
薩
等

③
南
無
多
寳
如
来

②
南
無
稗
迦
牟
尼
佛

こ
こ
で
の
釈
迦
牟
尼
佛
と
は
、
イ
ン
ド
の
始
成
正
覚
の
釈
尊
で
は
な
く
、
久
遠
実
成
の
本
仏
釈
尊
を
さ
し
て
い
る
。
本
地
の

本
果
妙
仏
界
を
表
す
。

日
月
浄
明
仏
の
弟
子
で
、
宗
祖
は
雪
山
童
子
と
共
に
死
身
求
法
の
例
と
し
、
自
身
の
法
華
経
の
行
者
と
し
て
の
受
難
と
対
比

す
る
。
し
か
し
、
弥
勒
菩
薩
と
共
に
爾
前
・
迩
門
の
諸
菩
薩
を
指
し
て
い
る
。

こ
こ
で
の
上
行
菩
薩
と
は
、
久
遠
本
仏
の
本
弟
子
、
地
涌
の
菩
薩
の
上
首
で
あ
る
四
大
菩
薩
の
一
人
を
示
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
本
地
の
九
界
（
菩
薩
界
・
縁
覚
界
・
声
聞
界
・
天
界
・
人
界
・
修
羅
界
・
畜
生
界
・
餓
鬼
界
・
地
獄
界
）
そ
の
も
の
が
上
行

（
旧
｝

菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
。
仏
二
名
」
の
九
界
総
在
が
上
行
菩
薩
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
因
妙
九
界

法
華
経
宝
塔
品
に
お
い
て
大
宝
塔
に
乗
じ
大
地
よ
り
涌
出
し
て
、
法
華
経
が
真
実
の
教
え
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
仏
。
東

方
宝
浄
世
界
の
教
主
で
諸
仏
の
法
華
経
説
法
の
場
に
必
ず
出
現
し
、
そ
の
説
法
を
証
明
す
る
こ
と
を
誓
願
と
す
る
。
宗
祖
は
多

宝
仏
の
証
明
を
法
華
最
勝
の
論
拠
の
一
つ
と
す
る
。

功
徳
で
あ
る
。

中
尊
南
無
妙
法
蓮
華
経
、
本
門
八
品
上
行
所
伝
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
こ
と
で
あ
り
、
曼
茶
羅
本
尊
の
実
体
・
法
体
で
あ
る
。

こ
の
大
法
は
五
重
玄
具
足
に
し
て
万
法
万
善
万
行
を
摂
し
、
十
界
の
依
正
因
果
を
総
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
総
名
要
法
体
具
の

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
盤
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）
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⑥
大
持
国
天
王

須
弥
山
の
中
腹
に
あ
る
四
王
天
の
主
で
、
帝
釈
天
に
仕
え
下
は
八
部
衆
を
支
配
し
て
仏
法
と
仏
法
に
帰
依
す
る
衆
生
を
守
護

す
る
四
天
王
の
一
人
。
東
方
世
界
を
守
護
す
る
善
神
で
る
。
陀
羅
尼
品
で
は
、
四
天
王
の
う
ち
持
国
天
王
と
⑦
大
毘
沙
門
天
王

と
が
法
華
経
の
行
者
の
擁
護
を
誓
い
神
呪
を
説
く
。

⑧
不
動
明
王

⑦
大
毘
沙
門
天
王

⑨
愛
染
明
王

⑪
十
羅
刹
女

⑩
鬼
子
母
神

安
産
や
子
育
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
る
。
以
前
は
人
間
の
子
を
と
っ
て
食
う
悪
鬼
で
あ
っ
た
が
、
後
に
仏
の
教
え
を
聞
い
て

儀
悔
し
、
正
法
に
帰
依
し
て
正
法
の
守
護
神
と
な
る
。
法
華
経
で
は
陀
羅
尼
品
で
十
羅
刹
女
と
共
に
法
華
経
の
行
者
の
守
護
を

釈
尊
に
誓
約
す
る
。

多
聞
天
の
こ
と
。
四
天
王
の
一
人
で
北
方
世
界
を
守
護
す
る
善
神
で
あ
る
。
四
天
王
の
う
ち
⑥
大
持
国
天
王
と
と
も
に
陀
羅

尼
品
に
お
い
て
法
華
経
の
行
者
の
擁
護
を
誓
い
神
呪
を
説
く
。

金
剛
部
曼
茶
羅
の
代
表
的
明
王
で
あ
る
。
本
地
は
大
日
如
来
・
金
剛
薩
唾
等
で
煩
悩
即
菩
提
の
法
門
を
現
し
衆
生
の
煩
悩
を

浄
化
す
る
と
さ
れ
る
。

全
て
の
明
王
の
主
と
さ
れ
、
大
日
如
来
の
教
命
を
う
け
盆
怒
の
相
を
示
現
し
、
常
に
火
生
三
昧
に
住
し
て
一
切
の
魔
障
を
降

伏
し
仏
道
修
行
者
を
擁
護
す
る
。

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
受
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）
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な
お
、
管

⑬
三
光
天
子

奪
一
切
衆
生

⑫
身
子
尊
者

⑭
天
照
太
神

法
華
経
の
中
で
善
神
と
な
っ
た
十
人
の
悪
鬼
女
の
こ
と
。
陀
羅
尼
品
で
鬼
子
母
神
と
共
に
法
華
経
の
行
者
の
守
護
を
誓
約
し
、

宗
祖
か
ら
法
華
経
の
守
護
神
と
し
て
尊
ば
れ
た
藍
婆
・
毘
藍
婆
・
曲
歯
・
華
歯
・
黒
歯
・
多
髪
・
無
厭
足
・
持
理
略
・
皐
諦
・

奪
一
切
衆
生
精
気
を
さ
す
。
鬼
子
母
神
の
子
と
さ
れ
る
。

伊
勢
神
宮
の
祭
神
の
こ
と
。
八
幡
神
と
と
も
に
皇
室
の
祖
神
と
さ
れ
る
。
農
耕
社
会
に
お
い
て
最
重
要
な
太
陽
を
神
格
化
し

た
農
耕
神
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
祖
神
と
さ
れ
て
い
き
、
諸
神
に
お
け
る
最
高
神
と
な
る
。
平
安
時
代
末
期
に
普
及
し
た
本
地

垂
迩
説
に
お
い
て
は
、
本
地
は
大
日
如
来
で
あ
る
が
、
宗
祖
は
そ
の
本
地
を
釈
迦
如
来
と
し
て
捉
え
る
。
宗
祖
は
日
本
国
が
天

舎
利
弗
の
こ
と
を
指
す
。
仏
の
十
代
弟
子
の
一
人
で
智
恵
第
一
と
称
さ
れ
る
。
初
め
は
六
師
外
道
の
一
人
剛
闇
耶
に
師
事
し

た
が
、
師
亡
き
後
釈
尊
の
弟
子
阿
説
示
か
ら
仏
所
説
の
因
縁
法
を
聞
き
、
目
連
と
共
に
釈
尊
に
帰
依
す
る
。
阿
弥
陀
経
で
は
成

仏
出
来
な
か
っ
た
が
、
法
華
経
警
嶮
品
に
お
い
て
釈
尊
か
ら
華
光
如
来
と
な
る
と
授
記
さ
れ
る
。
宗
祖
は
舎
利
弗
の
授
記
に
つ

い
て
言
及
し
、
舎
利
弗
等
の
二
乗
成
仏
を
も
っ
て
法
華
経
が
諸
経
に
対
し
て
超
勝
し
て
い
る
理
由
に
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

舎
利
弗
等
の
二
乗
が
末
代
の
法
華
経
行
者
を
守
護
す
る
こ
と
が
必
定
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

な
お
、
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
隆
師
曼
茶
羅
本
尊
中
で
は
全
て
身
子
で
あ
り
、
舎
利
弗
の
表
記
は
み
ら
れ
な
い
。

日
天
子
・
月
天
子
・
明
星
天
子
の
三
天
子
を
い
う
。
太
陽
と
月
と
星
と
を
神
格
化
し
信
仰
の
対
象
と
し
た
も
の
。
法
華
経
に

お
い
て
は
、
日
天
子
は
宝
光
天
子
、
月
天
子
は
名
月
天
子
、
明
星
天
子
は
普
香
天
子
の
こ
と
で
あ
る
。
宗
祖
は
こ
れ
ら
三
天
子

を
法
華
経
行
者
の
守
護
神
と
し
て
尊
崇
す
る
。

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
受
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）
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法
主
と
あ
り
、
法
門
上
の
主
、
当
宗
の
祖
、
滅
後
末
法
の
大
導
師
と
い
う
隆
師
の
認
識
が
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
日
蓮
大
士

（
釦
）

と
あ
り
、
大
士
と
は
菩
薩
の
通
称
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
宗
祖
を
曼
茶
羅
本
尊
中
に
仏
・
菩
薩
と
同
様

（
剛
）

に
勧
請
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

以
上
、
隆
師
曼
茶
羅
本
尊
に
勧
請
さ
れ
た
、
十
五
種
の
諸
尊
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
隆
師
曼
茶
羅
本
尊
は
十
界
勧
請
曼
茶
羅
本
尊

で
は
な
く
、
十
界
存
略
の
相
待
妙
曼
茶
羅
本
尊
で
あ
る
。
当
宗
に
お
け
る
本
尊
は
、
単
に
釈
尊
の
み
が
本
尊
で
は
な
く
、
南
無
妙
法

蓮
華
経
に
包
ま
れ
た
釈
尊
・
諸
尊
．
十
界
の
聖
衆
こ
そ
が
本
尊
で
あ
る
。

（
理
｝
（
空
）

隆
師
の
曼
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
は
、
株
橋
日
涌
著
「
観
心
本
尊
紗
講
義
」
・
「
法
華
宗
教
学
網
要
」
を
参
照
し
そ
の
内
容
に
つ
い

⑮
正
八
幡
宮

⑯
法
主
日
蓮
大
士

宗
祖
遺
文
中
に
お
い
て
は
、
天
照
太
神
と
並
記
さ
れ
て
お
り
、
八
幡
大
菩
薩
と
同
じ
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
、
そ
の
意
味
は

天
照
太
神
と
と
も
に
日
本
国
の
守
廟
神
、
応
神
天
皇
と
し
て
い
る
。
宗
祖
は
正
八
幡
・
正
八
幡
宮
・
正
八
幡
大
菩
薩
と
表
記
し

て
い
る
。
一
方
、
歴
史
的
に
は
正
八
幡
と
は
、
大
隅
の
鹿
児
島
神
社
の
称
号
で
あ
り
、
大
隅
の
正
八
幡
と
宇
佐
八
幡
・
石
清
水

八
幡
と
が
混
同
さ
れ
八
幡
神
を
正
八
幡
と
称
す
る
様
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宗
祖
は
大
隅
の
正
八
幡
を
指
す
場
合
に
は
、

大
隅
の
正
八
幡
・
大
隅
正
八
幡
宮
等
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

照
大
神
の
つ
く
り
出
し
た
島
で
あ
り
、
天
照
太
神
を
日
本
国
の
国
土
を
守
護
す
る
守
護
神
と
す
る
。
ま
た
、
天
照
太
神
を
日

天
・
月
天
・
梵
天
・
帝
釈
天
等
と
と
も
に
仏
法
の
守
護
神
と
し
、
叡
山
、
法
華
経
、
法
華
経
を
持
つ
者
、
宗
祖
等
の
守
護
神
と

し
て
展
開
し
て
い
く
。
さ
ら
に
は
、
宗
祖
は
天
照
太
神
を
八
幡
神
と
と
も
に
武
家
社
会
の
守
護
神
と
し
て
捉
え
て
い
く
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る
。
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受
茶
羅
本
尊
の
実
体
は
、
本
門
八
品
所
顕
上
行
所
伝
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
七
字
で
あ
る
。
こ
の
上
行
所
伝
の
大
法
は
五
重
玄
具

足
に
し
て
万
法
万
善
万
行
を
摂
し
、
十
界
の
依
正
因
果
を
総
在
す
る
。
迩
中
小
権
等
の
体
宗
用
十
界
の
依
正
万
法
は
本
地
本
門
の
体

宗
用
依
正
万
法
に
摂
在
す
る
。
本
門
の
十
界
の
依
正
万
法
は
本
因
妙
九
界
の
上
行
（
一
菩
薩
）
、
本
果
妙
仏
界
の
釈
尊
二
仏
）
、
本

国
土
妙
娑
婆
二
国
主
、
依
正
互
具
事
具
三
千
妙
法
蓮
華
経
（
一
法
）
の
法
体
で
あ
る
。
こ
の
本
門
の
一
法
、
一
仏
、
一
菩
薩
、
一

国
土
等
は
本
門
総
名
妙
法
蓮
華
経
の
四
大
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
釈
迦
多
宝
本
化
四
菩
薩
の
中
、
そ
の
本
果
妙
仏
界
釈
迦
多
宝
二

仏
よ
り
十
方
分
身
を
開
出
し
、
本
因
妙
九
界
本
化
四
菩
薩
の
体
内
よ
り
さ
ら
に
広
開
す
れ
ば
文
殊
普
賢
等
の
迩
化
の
菩
薩
以
下
九
法

界
の
聖
衆
と
な
る
。
こ
の
中
尊
二
仏
四
菩
薩
迩
化
等
十
法
界
の
聖
衆
を
完
備
し
た
も
の
が
十
界
勧
請
の
大
曼
茶
羅
本
尊
で
あ
る
。
こ

の
十
界
勧
請
の
曼
茶
羅
本
尊
の
相
待
妙
の
意
味
を
顕
す
も
の
が
十
界
存
略
の
受
茶
羅
本
尊
で
あ
り
、
隆
師
は
十
界
存
略
の
受
茶
羅
本

尊
を
多
く
染
筆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
隆
師
曼
茶
羅
本
尊
に
勧
請
さ
れ
て
い
る
、
⑭
「
正
八
幡
宮
」
は
、
別
の
隆
師
曼
茶
羅
本
尊
に
も
み
ら
れ
、
日
蓮
門
下

の
諸
師
に
比
べ
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
よ
り
、
「
正
八
幡
宮
」
に
注
目
し
、
確
認
し
て
い
き
た
い
。

て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

い
0

宗
祖
が
大
曼
茶
羅
本
尊
中
に
国
神
で
あ
る
、
天
照
太
神
・
正
八
幡
大
菩
薩
を
勧
請
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
順
次
確
認
し
て
い
き
た

⑪
先
行
研
究
に
つ
い
て
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宗
祖
が
大
曼
茶
羅
本
尊
中
に
国
神
で
あ
る
、
天
照
太
神
・
正
八
幡
大
菩
薩
を
勧
請
す
る
こ
と
に
関
し
て
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
で

（
湖
）

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
七
種
の
研
究
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
宗
祖
曼
茶
羅
本
尊
に
お
け
る
国
神
の
勧
請
形
式
に
つ
い
て

（
泌
）

は
、
山
中
喜
八
稿
「
日
蓮
聖
人
曼
茶
羅
図
集
」
に
詳
細
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
八
幡
大
菩
薩
は
、
建
治
年
間
に
お

い
て
は
「
正
八
幡
大
菩
薩
」
が
一
例
み
ら
れ
る
外
は
「
正
八
幡
宮
」
と
「
八
幡
大
菩
薩
」
と
を
併
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
弘
安
年

間
に
お
い
て
は
、
身
延
曽
存
の
弘
安
二
年
二
月
付
曼
茶
羅
本
尊
に
「
正
八
幡
宮
」
が
一
例
み
ら
れ
る
外
は
「
八
幡
大
菩
薩
」
に
限
定

さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
宗
祖
の
神
祇
観
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
六
種
の
研
究
を
紹
介
し
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
恥
）
（
”
）

①
泉
亘
著
「
本
門
法
華
宗
概
論
全
」
で
は
、
宗
祖
の
神
祇
観
は
大
曼
茶
羅
本
尊
と
「
神
国
王
御
書
」
を
み
る
こ
と
に
よ
り
し
ら
れ

る
と
し
、
以
下
の
様
に
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｈ
日
本
国
は
神
国
で
あ
る
こ
と
。
ロ
日
本
国
は
神
祇
が
昼
夜
守
護
す
る

国
で
あ
る
こ
と
。
日
天
皇
の
位
に
は
必
ず
天
皇
の
血
筋
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
、
天
皇
の
玉
体
に
災
難
は
起
こ
ら
な
い
こ

と
。
四
神
の
中
で
天
照
太
神
が
第
一
番
目
、
八
幡
大
菩
薩
を
第
二
番
目
と
す
る
こ
と
。
田
宗
祖
の
神
祇
観
は
古
典
的
吉
田
神
道

を
相
承
し
、
そ
の
上
に
宗
祖
自
ら
の
日
本
的
自
覚
と
仏
法
の
英
智
を
融
合
し
独
自
の
日
蓮
神
道
を
生
み
出
し
た
こ
と
。
㈲
本
門

法
華
宗
の
宗
学
上
よ
り
み
る
場
合
、
大
受
茶
羅
上
の
解
釈
法
と
権
化
神
と
し
て
の
解
釈
法
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
。
㈹
曼
茶
羅
本

尊
を
図
顕
す
る
時
、
ま
ず
日
本
国
体
を
顕
す
こ
と
が
必
要
で
、
そ
の
為
に
は
天
照
・
八
幡
の
二
神
を
以
て
顕
す
こ
と
。
宗
祖
は

こ
の
二
神
は
本
国
土
妙
日
本
の
主
神
に
し
て
、
十
方
国
土
の
神
々
の
頂
に
居
し
、
い
と
尊
き
も
の
の
代
表
と
し
て
妙
法
と
倶
に

中
柱
に
奉
じ
万
国
衆
生
の
帰
依
の
主
と
す
る
こ
と
。
㈹
宗
祖
が
曼
茶
羅
本
尊
中
に
国
神
を
勧
請
す
る
の
は
、
三
国
に
比
類
無
く
、

宗
祖
の
敬
神
の
念
と
神
聖
な
国
体
を
開
顕
し
て
い
る
こ
と
。
㈹
宗
祖
の
法
国
冥
合
論
は
、
宗
祖
の
仏
教
が
純
日
本
的
仏
教
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
。
㈹
権
化
神
と
し
て
の
解
釈
は
、
本
地
垂
遊
説
に
よ
り
て
神
明
は
仏
菩
薩
の
垂
迩
で
あ
る
と
し
、

対
他
宗
的
解
釈
で
あ
る
こ
と
。
当
時
の
神
明
は
悉
く
他
宗
寺
院
に
所
属
せ
ら
れ
て
、
御
神
格
も
軽
く
あ
ら
せ
ら
れ
、
正
直
の
妙
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法
の
法
味
に
接
し
て
お
ら
ず
、
宗
祖
は
こ
れ
を
嘆
い
て
、
他
宗
勧
請
の
神
祇
に
は
参
拝
を
停
止
し
、
そ
の
本
地
を
現
し
て
他
宗

門
の
勧
請
よ
り
神
祇
を
独
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
宗
祖
の
本
地
垂
迩
説
は
、
日
本
国
の
神
明
は
仏
教
中
最
高

最
勝
の
久
遠
実
成
釈
尊
の
応
現
と
す
る
独
自
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
画
大
曼
茶
羅
本
尊
上
に
現
さ
れ
た
神
祇
観
こ
そ
が
宗
祖
の

神
祇
観
で
あ
り
、
大
曼
茶
羅
本
尊
に
諸
神
を
勧
請
し
、
神
明
尊
重
の
意
を
顕
さ
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
、
等
で
あ
る
。

（
銘
）

②
「
法
華
宗
教
学
綱
要
」
で
は
、
宗
祖
の
国
家
観
念
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
、
二
つ
の
理
由
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
一
つ
め
は
、

大
曼
茶
羅
本
尊
中
に
国
神
を
勧
請
し
、
尊
厳
な
大
日
本
国
を
表
現
し
、
立
正
安
国
・
法
国
冥
合
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
。
す

な
わ
ち
、
日
本
国
に
正
法
で
あ
る
本
門
上
行
所
伝
万
法
総
在
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
が
流
布
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
国
が
発
展

さ
れ
る
こ
と
を
確
信
さ
れ
、
そ
の
日
本
国
を
曼
茶
羅
本
尊
中
に
表
現
す
る
た
め
に
国
神
を
勧
請
す
る
。
つ
ぎ
に
二
つ
め
は
、
鎌

倉
時
代
他
宗
に
お
い
て
は
国
神
の
崇
敬
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
日
本
国
民
で
あ
る
法
華
宗
徒
が
国
神
に
対
し
奉
り
、
絶
対
的
崇
敬

を
示
現
す
る
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
理
由
は
と
も
に
、
宗
祖
が
曼
茶
羅
本
尊
中
に
国
神
を
勧
請
す
る
こ
と
が
、

「
本
国
土
日
本
」
を
表
現
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
湖
）

③
井
原
木
憲
紹
稿
「
八
幡
神
を
め
ぐ
る
一
考
察
１
日
蓮
聖
人
の
勧
請
の
背
景
ｌ
」
で
は
、
宗
祖
曼
茶
羅
本
尊
中
に
八
幡
神
が
勧
請

さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
株
橋
先
生
の
「
本
国
土
日
本
」
を
表
現
す
る
説
に
加
え
、
宗
祖
活
動
当
時
の
民
間
信
仰
や
、
八
幡
大

菩
薩
は
「
正
直
」
の
頂
を
す
み
か
と
す
る
と
い
う
観
念
を
も
視
野
に
入
れ
る
。
や
が
て
、
八
幡
大
菩
薩
は
「
正
直
」
の
経
典
で

あ
る
法
華
経
の
行
者
を
守
護
す
る
守
護
神
と
し
て
展
開
す
る
。
ま
た
、
大
和
朝
廷
以
来
護
国
神
と
な
っ
た
八
幡
神
の
時
代
的
な

変
遷
を
捉
え
、
奈
良
朝
で
は
鎮
護
国
家
の
第
二
の
宗
廟
、
平
安
時
代
に
近
づ
く
に
つ
れ
八
幡
大
菩
薩
と
位
置
づ
け
ら
れ
釈
尊
本

地
、
八
幡
垂
迩
説
に
い
た
る
と
す
る
。
浄
土
教
が
流
布
し
て
い
た
鎌
倉
時
代
に
は
、
阿
弥
陀
本
地
説
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
宗

祖
は
釈
尊
本
地
の
立
場
を
ふ
ま
え
て
八
幡
神
を
曼
茶
羅
本
尊
に
勧
請
し
、
本
国
土
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
さ
れ
る
。
や
が
て
八
幡
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神
の
本
地
は
釈
尊
に
限
ら
れ
、
正
法
（
法
華
経
）
が
消
滅
す
る
と
き
、
神
は
た
だ
去
勢
さ
れ
国
土
衆
生
の
守
護
安
穏
の
機
能

も
た
ち
ま
ち
消
滅
す
る
神
で
あ
り
、
法
華
経
に
支
配
さ
れ
か
つ
包
摂
さ
れ
た
神
々
で
あ
る
。
神
は
法
華
経
の
行
者
な
い
し
正
法

弘
通
の
擁
護
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
義
務
は
釈
尊
に
呈
し
た
神
々
の
起
請
の
中
に
調
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
宗
祖
は
一
般
神
祇
信
仰
の
普
遍
的
形
態
で
あ
る
神
社
へ
の
参
詣
等
は
無
意
義
と
し
、
そ
の
行
為
自
体
が
「
大
悪
」

等
と
な
る
と
の
思
想
に
到
達
す
る
。
し
か
し
、
宗
祖
の
神
祇
否
定
は
正
法
守
護
の
義
務
を
放
棄
し
た
限
り
で
の
神
へ
の
不
信
・

否
定
で
あ
り
、
神
祇
の
絶
対
的
・
本
質
的
存
在
意
義
の
否
定
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

（
蛇
）

⑤
佐
々
木
馨
著
「
日
蓮
と
神
祇
」
で
は
、
従
来
の
歴
史
学
者
が
指
摘
し
て
き
た
、
宗
祖
は
日
本
神
祇
を
「
垂
迩
神
」
と
「
守
護

神
」
と
の
二
面
か
ら
法
華
経
と
関
係
づ
け
た
と
い
う
説
を
痛
烈
に
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
宗
祖
の
神
祇
観
の
特
質
と
し
て
三
つ

（
訓
）

④
藤
井
学
著
「
法
華
文
化
の
展
開
」
で
は
、
宗
祖
の
思
弁
し
た
神
は
原
始
・
古
代
よ
り
続
い
た
従
来
の
ま
ま
の
神
で
は
な
い
。
ま

た
、
本
質
的
身
分
が
絶
対
主
釈
尊
の
所
従
で
法
華
経
の
法
味
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
初
め
て
生
存
し
、
神
威
の
発
祥
が

可
能
な
神
で
あ
り
、
法
華
経
（
釈
尊
）
へ
の
一
向
の
帰
結
に
よ
っ
て
初
め
て
権
威
づ
け
ら
れ
再
生
さ
れ
て
説
明
さ
れ
た
中
世
の

可
能
な
神
で
あ
り
、

神
は
善
神
捨
国
論
を
へ
て
、
法
華
行
者
の
守
護
神
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
、
民
衆
信
仰
と
し
て
広
く
定
着
し
た
八
幡

神
を
曼
茶
羅
本
尊
に
勧
請
す
る
こ
と
は
、
宗
祖
の
布
教
活
動
に
お
い
て
大
き
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
指

摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
八
幡
大
菩
薩
」
と
「
正
八
幡
宮
」
と
の
違
い
に
つ
い
て
、
大
隅
の
八
幡
宮
か
ら
「
石
文
」

（
”
）

が
二
基
発
見
さ
れ
た
こ
と
よ
り
、
大
隅
の
八
幡
宮
は
正
八
幡
宮
と
称
す
る
様
に
な
る
。
宗
祖
は
「
正
八
幡
」
と
称
さ
れ
、
大
隅

の
正
八
幡
宮
が
正
統
と
み
ら
れ
、
「
石
文
」
の
発
見
こ
そ
が
、
大
隅
の
正
八
幡
宮
が
釈
尊
の
垂
迩
で
あ
る
こ
と
の
裏
付
け
に
な

新
た
な
神
で
あ
る
。

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
愛
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）

－88－



以
上
が
佐
々
木
氏
の
研
究
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
井
原
木
氏
の
考
察
を
裏
付
け
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
鋼
｝

⑥
高
木
豊
著
『
日
蓮
孜
」
で
は
、
宗
祖
の
神
観
念
の
特
徴
と
し
て
、
以
下
の
様
に
指
摘
し
て
い
る
。
㈲
天
照
太
神
・
八
幡
大
菩
薩

第
二
は
、
歴
史
学
者
の
指
摘
で
あ
る
、
宗
祖
の
神
祇
観
は
「
垂
迩
神
と
反
垂
迩
神
の
分
水
期
」
に
あ
た
る
と
い
う
学
説
は
誤

り
で
あ
り
、
当
時
の
中
世
神
道
史
の
思
潮
に
は
同
調
し
て
い
な
い
。
法
華
経
世
界
と
い
う
普
遍
的
な
世
界
観
を
完
成
さ
せ
、
そ

の
中
に
日
本
神
祇
を
「
法
華
経
神
祇
」
と
人
格
神
的
に
捉
え
、
位
置
づ
け
、
中
世
神
道
史
を
超
越
し
た
点
で
あ
る
。

第
三
は
、
宗
祖
の
神
祇
観
は
時
代
的
に
変
容
す
る
こ
と
に
よ
り
、
佐
前
で
は
日
本
神
祇
を
無
条
件
に
受
容
す
る
こ
と
か
ら
出

発
し
た
が
、
佐
後
に
お
い
て
は
、
日
本
国
守
護
と
し
て
の
日
本
神
祇
を
完
全
に
否
定
す
る
。
こ
れ
は
、
「
神
祇
肯
定
」
か
ら

「
神
祇
否
定
」
・
「
法
華
経
神
祇
の
創
出
」
へ
転
換
し
、
同
時
代
の
念
仏
宗
門
と
逆
の
流
れ
を
み
せ
る
も
の
で
あ
り
、
対
照
的

第
三
は
、
宗
祖
（

発
し
た
が
、
佐
後

「
神
祇
否
定
」
・
「

第
一
は
、
宗
祖
の
神
祇
観
は
佐
渡
流
罪
を
転
換
点
と
し
、
佐
前
・
佐
中
・
佐
後
と
い
う
よ
う
に
変
遷
し
て
い
る
こ
と
。
佐
前

に
お
い
て
は
、
「
本
地
垂
迩
的
」
な
神
祇
観
と
、
日
本
神
祇
が
日
本
国
を
守
護
す
る
と
い
う
意
味
の
「
守
護
神
的
」
な
神
祇
観

が
そ
の
基
軸
を
な
す
と
す
る
。
つ
い
で
、
佐
中
に
お
い
て
は
、
日
本
神
祇
も
法
華
経
守
護
の
任
務
を
課
さ
れ
た
神
祇
、
す
な
わ

ち
法
華
経
の
行
者
の
み
を
守
護
す
る
神
祇
で
あ
り
、
法
華
経
の
法
味
を
嘗
め
な
が
ら
で
な
い
と
守
護
能
力
を
発
揮
し
な
い
神
祇

と
捉
え
る
。
日
本
神
祇
を
日
本
国
か
ら
切
り
離
し
、
法
華
経
の
守
護
神
と
し
て
法
華
経
世
界
の
中
に
位
置
づ
け
る
と
し
て
と
ら

え
直
さ
れ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
佐
後
に
お
い
て
は
、
法
華
経
世
界
の
中
に
、
「
法
華
経
神
祇
」
と
し
て
完
全
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
の
特
質
は
、
「
法
華
経
神
祇
」
を
創
出
し
法
華
経
世
界
の
中
に
位
置
づ
け
組
織
づ
け
た
点

を
あ
げ
て
い
る
。

で
あ
る
点
で
あ
る
。

で
あ
る
。

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
並
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
髄
）
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幡
」
等
の
用
語
に
つ
い
て

宗
祖
遺
文
の
う
ち
、
真
蹟
・
身
延
曾
存
・
古
写
本
等
が
確
認
で
き
る
も
の
に
か
ぎ
り
、
そ
の
考
察
の
対
象
と
し
た
。
こ
こ
で
は
、

遺
文
中
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
用
語
に
つ
い
て
、
一
々
の
考
察
は
行
わ
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
用
語
が
確
認
で
き
る
遺
文
名
と
そ
の
件

数
を
列
挙
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

は
国
土
の
守
護
神
で
あ
る
と
と
も
に
、
法
華
経
の
行
者
を
守
護
す
る
守
護
神
で
あ
る
が
、
正
法
が
失
わ
れ
ば
そ
の
所
を
捨
て
去

る
こ
と
。
口
天
照
太
神
・
八
幡
大
菩
薩
の
二
神
は
政
治
権
力
を
正
当
化
す
る
神
で
、
守
護
す
べ
き
百
王
を
正
直
の
人
と
規
定
す

る
こ
と
。
日
釈
尊
・
法
華
経
・
行
者
の
三
に
日
本
固
有
の
神
々
を
統
属
さ
せ
る
こ
と
。
四
承
久
の
変
後
の
神
国
思
想
を
表
明
し

て
お
り
、
蒙
古
襲
来
に
か
か
わ
ら
せ
て
神
を
語
ら
な
い
こ
と
、
等
で
あ
る
。

以
上
、
宗
祖
曼
茶
羅
本
尊
に
お
け
る
、
天
照
太
神
・
正
八
幡
大
菩
薩
を
勧
請
す
る
こ
と
に
関
し
て
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
紹
介
し

た
。
で
は
つ
ぎ
に
、
宗
祖
遺
文
中
に
見
ら
れ
る
「
正
八
幡
」
等
の
用
語
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

②
宗
祖
遺
文
中
に
見
ら
れ
る
「
正
八
幡
」
・
「
正
八
幡
宮
」
・
「
正
八
幡
大
菩
薩
」
・
「
大
隅
正
八
幡
宮
」
・
「
大
隅
の
正
八

所
、
「
立
正
安
国
論
（
広
本
二

②
「
正
八
幡
宮
」
に
つ
い
て

『
安
国
論
御
勘
由
来
」
中
一

①
「
正
八
幡
」
に
つ
い
て

（
鋤
）
（
弱
）
（
妬
）

「
法
門
可
被
申
様
之
事
」
中
一
ヶ
所
、
「
開
目
抄
」
中
一
ヶ
所
、
「
種
種
御
振
舞
御
書
」
中
二
ヶ
所
、
「
報
恩
抄
」
中
一

｛
犯
）
（
調
）
（
ぬ
）

『
現
世
無
間
御
書
」
中
一
ヶ
所
、
「
四
信
五
品
紗
」
中
一
ヶ
所
、
『
四
条
金
吾
殿
御
返
事
」
中
一
ヶ
所
、
「
下
山
御
消
息
」

（
伽
）
（
他
）
（
幅
）

所
、
「
立
正
安
国
論
（
広
本
二
中
一
ヶ
所
、
「
檀
越
某
御
返
事
」
中
一
ヶ
所
、
計
十
遺
文
十
三
ヶ
所
で
あ
る
。

で
あ
る
。

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
愛
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）

｛
帆
）
（
幅
）
｛
妬
）

ヶ
所
、
「
種
種
御
振
舞
御
書
」
中
二
ヶ
所
、
「
光
日
房
御
書
」
中
一
ヶ
所
、
計
三
遺
文
中
四
ヶ
所

（
羽
）

ヶ
所
、

中
三
ヶ

－90－



③
「
正
八
幡
大
菩
薩
」
に
つ
い
て

（
”
）

「
慈
覚
大
師
事
」
中
一
ヶ
所
、
計
一
遺
文
中
一
ヶ
所
で
あ
る
。

④
「
大
隅
正
八
幡
宮
」
に
つ
い
て

（
州
）

「
諌
暁
八
幡
抄
」
中
一
ヶ
所
、
計
一
遺
文
中
一
ヶ
所
で
あ
る
。

⑤
「
大
隅
の
正
八
幡
」
に
つ
い
て
（
栂
〉

「
智
妙
房
御
返
事
」
中
一
ヶ
所
、
計
一
遺
文
中
一
ヶ
所
で
あ
る
。

以
上
、
宗
祖
遺
文
に
み
ら
れ
る
「
正
八
幡
」
に
関
す
る
用
語
に
つ
い
て
、
遺
文
名
と
そ
の
件
数
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
で
は
、
つ

ぎ
に
宗
祖
の
大
曼
茶
羅
本
尊
に
み
ら
れ
る
「
正
八
幡
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

⑧
宗
祖
大
曼
茶
羅
本
尊
に
み
ら
れ
る
「
正
八
幡
」
に
つ
い
て

現
在
確
認
で
き
る
、
宗
祖
真
筆
の
大
曼
茶
羅
本
尊
の
総
数
は
、
寺
尾
英
智
氏
お
よ
び
桑
名
法
晃
氏
の
指
摘
に
よ
れ
唾
、
山
中
喜
八

（
副
｝

編
「
日
蓮
大
聖
人
御
真
蹟
御
本
尊
集
」
（
改
訂
増
補
版
）
収
録
の
一
二
七
幅
の
他
に
も
数
幅
が
加
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
、
本
稿
で
は
宗
祖
直
筆
大
曼
茶
羅
本
尊
の
総
数
は
一
二
七
幅
と
し
て
考
察
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

宗
祖
大
曼
茶
羅
本
尊
に
み
ら
れ
る
「
正
八
幡
」
は
、
宗
祖
御
真
筆
受
茶
羅
本
尊
全
一
二
七
幅
の
う
ち
二
幅
に
「
正
八
幡
等
」
、
十

幅
に
「
正
八
幡
宮
」
と
あ
り
、
計
十
二
幅
に
「
正
八
幡
」
の
表
記
が
確
認
で
き
た
。
以
下
、
一
覧
に
て
「
正
八
幡
」
が
表
記
さ
れ
る

宗
祖
の
大
曼
茶
羅
本
尊
を
列
記
し
た
い
。

な
お
、
一
覧
中
の
「
御
本
尊
集
掲
載
番
号
」
は
、
「
日
蓮
大
聖
人
御
真
蹟
御
本
尊
集
」
記
載
の
番
号
で
あ
り
、
「
御
真
蹟
大
集
掲
載

（
艶
）

番
号
」
は
、
山
川
智
噸
編
「
日
蓮
聖
人
御
真
蹟
大
集
御
本
尊
集
」
記
救
の
番
号
で
あ
り
、
「
門
下
歴
代
掲
載
番
号
」
は
、
大
曼
茶
羅

（
認
）

本
尊
集
成
刊
行
会
編
「
日
蓮
聖
人
門
下
歴
代
大
曼
茶
羅
本
尊
集
成
」
記
載
の
番
号
で
あ
る
。
そ
し
て
、
宗
祖
大
曼
茶
羅
本
尊
に
み
ら

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
受
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）
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れ
る
「
正
八
幡
等
」
と
「
正
八
幡
宮
」
と
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
欄
に
「
○
」
で
示
し
た
。

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
愛
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
鮒
）

－92－
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（
建
治
）
三
年
十
一
月
日
（
年

号
無
し
で
あ
る
が
建
治
三
年
に
区

分
さ
れ
て
い
る
）

建
治
三
年
十
月
日

年
月
日
無
し
（
無
記
年
で
あ
る
が

建
治
年
間
に
区
分
さ
れ
て
い
る
）

建
治
三
年
二
月
十
五
日

建
治
三
年
二
月
日

建
治
二
年
八
月
十
四
日

建
治
二
年
八
月
十
三
日

建
治
二
年
八
月
十
三
日

建
治
二
年
二
月
日

建
治
二
年
二
月
五
日

建
治
元
年
十
一
月
日

正
月
日
（
無
記
年
で
あ
る
が
文

永
年
間
に
区
分
さ
れ
て
い
る
）

拝
写
年
月
日

四
六
四
五
四
三

四
二

四
一

四
○
三

九
三

八

一
一
一
一
一
一

二

の

二

二

七
一
九

御
本
尊
集

掲
戦
番
号

一
一
一
一
一
一

二

八

二

四

一

八

御
真
蹟
大
集

掲
赦
番
号

九

門
下
歴
代

掲
救
番
号

○ ○

正
八
幡
等

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

正
八
幡
宮

京
都
市
本
圀
寺

京
都
市
本
能
寺

京
都
市
本
能
寺

湖
西
市
鷲
津
本
興
寺

京
都
市
本
圀
寺

京
都
市
立
本
寺

大
阪
市
某
氏

京
都
市
本
満
寺

富
士
宮
市
本
門
寺
（
北
山
）

富
士
宮
市
本
門
寺
（
西
山
）

京
都
市
妙
顕
寺

京
都
市
妙
傳
寺

所
蔵
寺
院



以
上
、
宗
祖
大
曼
茶
羅
本
尊
全
一
二
七
幅
中
、
計
十
二
幅
に
「
正
八
幡
」
の
記
述
が
み
ら
れ
た
。
そ
の
曼
茶
羅
本
尊
の
染
筆
時
期

は
、
無
記
年
の
一
幅
を
除
外
す
れ
ば
、
残
り
の
全
十
一
幅
全
て
が
、
宗
祖
が
身
延
に
入
ら
れ
た
、
建
治
年
間
に
図
顕
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
現
在
確
認
出
来
る
宗
祖
曼
茶
羅
本
尊
で
は
、
建
治
元
（
一
二
七
五
）
年
宗
祖
五
十
四
歳
の
時
か
ら
、
建
治
三
二
二
七

七
）
年
宗
祖
五
十
六
歳
の
時
ま
で
の
三
年
間
に
「
正
八
幡
」
の
表
記
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
宗
祖
大
曼
茶
羅
本
尊
執
筆
の

（
別
）

特
徴
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
藤
井
教
公
編
「
御
本
尊
鑑
遠
沽
院
日
亨
上
人
」
に
よ
れ
ば
、
宗
祖
受
茶
羅
本

尊
に
お
け
る
「
正
八
幡
」
の
表
記
は
文
永
年
間
に
一
幅
、
建
治
年
間
に
五
幅
、
弘
安
年
間
に
二
幅
確
認
で
き
る
が
、
宗
祖
直
筆
で
は

な
い
為
こ
こ
で
は
除
外
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

で
は
、
つ
ぎ
に
隆
師
図
顕
の
曼
茶
羅
本
尊
に
み
ら
れ
る
「
正
八
幡
」
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

仙
隆
師
曼
茶
羅
本
尊
に
み
ら
れ
る
「
正
八
幡
」
に
つ
い
て

（
弱
）

隆
師
真
筆
曼
茶
羅
本
尊
の
う
ち
、
現
在
写
真
で
確
認
で
き
る
も
の
に
限
り
考
察
の
対
象
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
平
成
十
一
（
一
九

九
九
）
年
五
月
十
八
日
改
訂
、
「
第
二
回
宗
宝
宗
門
史
跡
審
議
会
参
考
資
料
」
で
あ
る
、
「
日
隆
聖
人
曼
茶
羅
本
尊
一
覧
」
記
載
の
一

二
一
幅
に
、
隆
師
真
筆
の
真
偽
は
未
決
で
は
あ
る
が
、
『
本
門
法
華
宗
概
論
全
」
口
絵
写
真
掲
載
の
四
幅
を
加
え
、
計
一
二
五
幅
の

う
ち
、
写
真
で
確
認
可
能
な
一
○
二
幅
を
こ
こ
で
は
考
察
の
対
象
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
全
一
○
二
幅
中
、
三
八
幅
に
「
八
幡
」
、

そ
し
て
四
六
幅
に
「
正
八
幡
」
の
記
述
が
み
ら
れ
た
。

そ
れ
で
は
、
隆
師
曼
茶
羅
本
尊
に
勧
請
さ
れ
る
諸
尊
に
つ
い
て
、
一
覧
に
し
て
示
せ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
隆
師
曼
茶
羅
本
尊
に
そ
の
表
記
が
み
ら
れ
る
も
の
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
棚
に
「
○
」
で
示
し
た
。
そ
し
て
、
「
八
幡

大
菩
薩
」
の
項
目
棚
で
は
、
「
八
幡
」
の
表
記
が
み
ら
れ
る
も
の
は
「
○
」
で
示
し
、
「
正
八
幡
」
の
表
記
が
み
ら
れ
る
も
の
は

「
正
」
で
示
し
た
。

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
受
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）

－93－



享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
受
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）
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21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

文
安
元
年
二
月
中
旬

文
安
元
年
正
月
下
旬

嘉
吉
三
年
十
一
月
下
旬

翻
吉
三
年
七
月
下
旬

嘉
吉
三
年
七
月
吉
日

嘉
吉
二
年
六
月
下
旬

熟
吉
二
年
五
月
下
旬

搦
吉
二
年
五
月
下
旬

嘉
吉
元
年
極
月
吉
日

永
享
十
年
六
月
中
旬

永
享
十
年
三
月
上
旬

永
享
九
年
十
月
下
旬

永
享
八
年
七
月
下
旬

永
享
六
年
正
月
朔
日

永
享
六
年
正
月
朔
日

永
享
五
年
正
月
日

永
享
三
年
七
月
十
三
日

永
享
三
年
二
月
十
一
日

永
享
元
年
六
月
十
日

応
永
冊
四
年
七
月
十
三
日

応
永
冊
三
年
九
月
十
八
日

拝
写
年
月
日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 釈迦

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 多宝

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 上行

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 無辺行

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 浄行

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 安立行

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 普賢

○ ○ ○ 文殊

○ 薬王

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 身子

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 迦葉

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 鬼子母神

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 十羅刹女

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持国天

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 毘沙門天

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 広目天

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 増長天

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不動

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 愛染

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天照太神

正 正 正 正 正 正 正 正 正 ○ ○ ○ ○ 正 正 八幡大菩薩

○ 三光天子

○ ○ ○ ○ 三十番神

○ ○ ○ ○ ○ 大日天

○ ○ ○ ○ ○ 大月天

○ 弥勒

○ ○ 大梵天

○ ○ 釈提桓因

○ 阿闇世

○ 提婆達多

十法界聖衆

第六天職王

大明星天
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（
閣
蛎
里
叩
）
１
鋤
ｃ
司
蝉
求
識
諜
蓉
Ｙ
壷
翻
日
艸
日
二
十
月
韮
海
団
騨
章

○

○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

王 王 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 王 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

喝
丁
目
三
カ
ニ
畢
工

喝
４
月
三
由
三
畢
五

噂
中
目
斯
劣
三
畢
不

日
璽
十
月
互
力
三
畢
不

“
平
目
￥
力
屈
畢
工

喝
中
目
十
主
団
畢
不

叫
可
目
十
劣
互
畢
不

日
三
十
月
一
十
力
互
畢
五

画
才
目
冨
劣
￥
畢
工

日
目
三
主
￥
畢
工

鴎
Ｔ
Ｈ
ｖ
主
エ
騒
畢

日
十
目
劉
カ
ェ
製
遜

日
言
目
弧
非
三
熱
畢

喝
丸
目
弧
海
苣
熱
羅

日
三
十
目
亜
カ
ニ
騨
墨

日
三
十
日
十
劣
三
騒
騒

Ｈ
三
十
月
十
劣
三
劇
墨

日
早
目
亜
力
三
溺
羅

鴎
丁
目
三
由
三
溺
嬢

日
言
圓
山
主
三
製
畢

日
三
目
￥
海
三
溺
嬢

日
三
目
巨
十
力
三
溺
擢

日
咋
目
巨
非
刷
騨
畢

画
中
目
三
由
圃
剥
墨

“
中
目
三
カ
ｍ
蕊
畢
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享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
艶
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）
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67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47

康
正
二
年
三
月
三
日

康
正
二
年
二
月
上
旬

康
正
元
年
十
二
月
上
旬

康
正
元
年
極
月
上
旬

享
徳
四
年
七
月
十
一
日

享
徳
四
年
閏
夘
月
十
三
日

享
徳
四
年
正
月
下
旬

享
徳
四
年
正
月
下
旬

享
徳
四
年
正
月
十
二
日

享
徳
三
年
六
月
十
三
日

享
徳
三
年
夘
月
十
六
日

享
徳
三
年
三
月
十
八
日

享
徳
三
年
三
月
十
四
日

享
徳
三
年
二
月
下
旬

享
徳
三
年
二
月
下
旬

享
徳
三
年
正
月
下
旬

享
徳
二
年
八
月
中
旬

享
徳
二
年
二
月
十
三
日

享
徳
元
年
十
二
月
中
旬

享
徳
元
年
壬
八
月
中
旬

享
徳
元
年
八
月
十
三
日

拝
写
年
月
日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 釈迦

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 多宝

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 上行

○ ○ 無辺行

○ ○ 浄行

○ ○ 安立行

普賢

文殊

○ 薬王

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 身子

迦葉

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 鬼子母神

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 蝿刹女

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持国天

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 毘沙門天

○ ○ ○ ○ 広目天

○ ○ ○ ○ 墹長天

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不動

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 愛染

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 天照太神

正 ○ 正 正 正 正 正 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 八幡大菩薩

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三光天子

○ ○ 三十番神

○ ○ 大日天

○ ○ 大月天

○ ○ 弥勒

○ 大梵天

○ 釈提桓因

阿1冊世

提婆逮多

十法界聖衆

○ 第六天魔王

○ 大明星天



享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
愛
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
脳
）
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92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68

焚
禄
四
年
夘
月
上
旬

是
禄
四
年
正
月
六
日

長
禄
三
年
十
二
月
十
八
日

長
禄

二
年
九
月
中
旬

長
禄

二
年
八
月
下
旬

長
禄

二
年
三
月
下
旬

長
禄

二
年
三
月
六
日

長
禄
三
年
二
月
上
旬

長
禄

一
年
十
月
下
旬

是
禄
二
年
九
月
上
旬

長
禄

一
年
九
月
上
旬

長
禄
二
年
五
月
中
旬

長
禄

一
年
二
月
上
旬

長
禄

一
年
壬
正
月
日

長
禄

一
年
正
月
下
旬

長
禄

元
年
十
一
月
中
旬

長
禄

兀
年
十
月
十
三
日

康
正

二
年
八
月
下
旬

康
正

二
年
八
月
吉
日

康

二
年
七
月
下
旬

康
正

二
年
二
月
下
旬

康
正
三
年
二
月
上
旬

服
正
一由

一凸

年
→

1
一
阿
河
士
回
ｎ
Ｍ

康
正

一
年
八
月
二
十
三
日

康
正
二
年
六
月
下
旬

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正 正

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○

○



以
上
、
隆
師
受
茶
羅
本
尊
全
一
二
五
幅
中
、
現
在
写
真
で
確
認
が
可
能
な
一
○
二
幅
中
、
三
八
幅
に
「
八
幡
」
、
そ
し
て
四
六
幅

に
「
正
八
幡
」
の
記
述
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
染
筆
年
代
で
区
分
す
れ
ば
、
「
正
八
幡
」
の
記
述
は
応
永
年
間
に

二
幅
、
永
享
年
間
に
二
幅
、
嘉
吉
年
間
に
五
幅
、
文
安
年
間
に
四
幅
、
寶
徳
年
間
に
一
幅
、
享
徳
年
間
に
五
幅
、
康
正
年
間
に
七
幅
、

長
禄
年
間
に
十
四
幅
、
寛
正
年
間
に
六
幅
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

こ
の
こ
と
よ
り
、
隆
師
は
曼
茶
羅
本
尊
に
「
正
八
幡
」
の
記
述
を
、
応
永
三
三
（
一
四
二
六
）
年
隆
師
四
十
二
歳
染
筆
の
現
存
す

（
弱
）

る
最
初
の
曼
茶
羅
本
尊
よ
り
、
晩
年
の
寛
正
四
（
一
四
六
三
）
年
隆
師
七
十
九
歳
染
筆
の
曼
茶
羅
本
尊
ま
で
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

享
徳
四
（
一
四
五
五
）
年
以
降
は
曼
茶
羅
本
尊
に
は
「
正
八
幡
」
と
表
記
さ
れ
る
割
合
が
と
て
も
多
い
こ
と
、
「
八
幡
」
よ
り
「
正

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
員
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）

－98－

102 101 lⅡ 99 98 97 96 95 94 93

寛
正
五
年
二
月
二
五
日

（
花
押
の
み
）

寛
正
四
年
七
月
廿
二
日

寛
正
四
年
五
月
十
五
日

寛
正
四
年
四
月
上
旬

寛
正
三
年
七
月
七
日

寛
正
二
年
九
月
下
旬

寛
正
二
年
八
月
十
二
日

寛
正
二
年
六
月
中
旬

寛
正
元
年
下
旬

腿
禄
四
年
十
二
月
一
日

拝
写
年
月
Ｈ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 釈迦

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 多宝

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 上行

○ ○ 無辺行

○ 浄行

○ 安立行

普賢

文殊

薬王

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 身子

迦葉

○ ○ ○ ○ ○ ○ 鬼子熾神

○ ○ ○ ○ ○ ○ 十羅刹女

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持'五l天

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 毘沙門天

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 広目天

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 墹長天

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不動

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 愛染

○ ○ ○ ○ ○ ○ 天照太神

正 正 正 正 正 正 八幡大菩薩

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三光天子

三十番神

大日天

大月天

弥勒

大梵天

釈提桓因

阿闇世

提婆遠多

十法界聖衆

第六天魔王

大明星天



以
上
、
本
安
寺
格
護
の
享
徳
四
（
一
四
五
五
）
年
正
月
十
二
日
付
隆
師
曼
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
を
行
い
、
さ
ら
に
そ

の
隆
師
受
茶
羅
本
尊
に
勧
請
さ
れ
て
い
る
、
「
正
八
幡
宮
」
の
記
述
に
注
目
し
少
し
く
考
察
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
宗
祖
大

曼
茶
羅
本
尊
中
の
「
正
八
幡
」
の
記
述
は
、
計
十
二
幅
に
み
ら
れ
、
無
記
年
で
あ
る
が
文
永
年
間
に
区
分
さ
れ
て
い
る
曼
茶
羅
本
尊

一
幅
を
除
け
ば
、
建
治
年
間
の
曼
茶
羅
本
尊
の
み
に
み
ら
れ
る
こ
と
、
隆
師
曼
茶
羅
本
尊
中
の
「
正
八
幡
」
の
記
述
は
、
計
四
六
幅

に
み
ら
れ
、
隆
師
が
染
筆
し
た
最
初
の
曼
茶
羅
本
尊
か
ら
隆
師
晩
年
の
曼
茶
羅
本
尊
ま
で
、
隆
師
の
布
教
活
動
の
時
期
全
般
に
わ
た

り
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
隆
師
曼
茶
羅
本
尊
中
の
「
正
八
幡
」
の
記
述
は
、
「
八
幡
」
の
記
述
よ
り
も
八
幅
多
い
こ
と
、
等
が
確

認
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
宗
祖
の
曼
茶
羅
本
尊
と
隆
師
の
曼
茶
羅
本
尊
と
の
「
正
八
幡
」
の
表
記
に
関
す
る
そ

れ
ぞ
れ
の
特
徴
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
た
の
で
あ
る
。
今
後
は
、
隆
師
著
述
中
に
み
ら
れ
る
「
正
八
幡
」
に
つ
い
て
の
記
述
や
、

日
蓮
聖
人
門
下
諸
師
染
筆
の
曼
茶
羅
本
尊
中
の
「
正
八
幡
」
の
記
述
等
に
つ
い
て
、
検
討
を
行
い
考
察
す
る
こ
と
を
課
題
と
さ
せ
て

頂
き
た
い
。

八
幡
」
と
表
記
さ
れ
る
方
が
八
幅
も
多
い
こ
と
、
等
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
年
月
日
無
し
。
授
与
者
名
無
し
。

（
２
）
「
承
定
御
両
師
」
と
あ
る
が
、
本
安
寺
に
現
存
し
て
い
る
の
は
日
承
曼
茶
羅
本
尊
の
み
で
両
山
第
八
世
精
進
院
日
定
曼
茶
羅
本
尊
の
存

在
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
享
保
十
一
（
一
七
二
六
）
年
正
月
元
日
付
本
安
寺
第
九
世
教
持
院
日
里
曼
茶
羅
本
尊
の
脇
書
に
、
「
日
隆

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
愛
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）

六
、
お
わ
り
に
Ｉ
今
後
の
課
題

－”－
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面
）
二
四
頁
。
得
能
正
通
編
、
備
後
郷
土
史
会
、
昭
和
七
年
。

（
ｕ
）
一
五
七
頁
。
得
能
正
通
編
、
備
後
郷
土
史
会
、
昭
和
三
年
。

Ｅ
）
宗
祖
門
下
の
受
茶
羅
本
尊
の
形
式
に
つ
い
て
は
、
松
村
簿
厳
稿
「
大
曼
茶
羅
本
尊
の
種
類
」
（
大
曼
茶
羅
本
尊
集
成
刊
行
会
編
「
日
蓮

聖
人
門
下
歴
代
大
受
茶
羅
本
尊
集
成
解
説
」
所
収
、
大
塚
巧
蕊
社
、
昭
和
六
一
年
）
、
山
中
喜
八
著
「
日
蓮
聖
人
真
餓
の
世
界
上
」
山
中

喜
八
著
作
選
集
Ｉ
（
雄
山
闇
、
平
成
四
年
）
、
中
尾
尭
稿
「
日
蓮
聖
人
真
蹟
受
茶
羅
本
尊
を
概
観
す
る
」
（
中
尾
尭
・
寺
尾
英
智
編
「
図
説

日
蓮
聖
人
と
法
華
の
至
宝
第
一
巻
受
茶
羅
本
尊
」
所
収
、
同
朋
舎
メ
デ
ィ
ア
プ
ラ
ン
、
平
成
二
四
年
）
、
阪
田
正
一
稿
「
題
目
板
碑
と
曼

茶
羅
本
尊
」
会
図
説
日
蓮
聖
人
と
法
華
の
至
宝
第
一
巻
曼
茶
羅
本
尊
」
所
収
）
、
中
尾
堯
稿
「
摸
本
の
系
譜
」
（
「
図
説
日
蓮
聖
人
と
法
華

の
至
宝
第
一
巻
曼
茶
羅
本
尊
」
所
収
）
、
阪
田
正
一
稿
「
題
目
板
碑
」
（
「
図
説
日
蓮
聖
人
と
法
華
の
至
宝
第
一
巻
受
茶
羅
本
尊
」
所
収
）
、

中
尾
尭
稿
「
受
茶
羅
本
尊
を
め
ぐ
る
信
仰
世
界
」
今
図
説
日
蓮
聖
人
と
法
華
の
至
宝
第
一
巻
受
茶
羅
本
尊
」
所
収
）
、
寺
尾
英
智
稿
「
受

茶
羅
本
尊
の
伝
来
」
（
「
図
説
日
蓮
聖
人
と
法
華
の
至
宝
第
一
巻
受
茶
羅
本
尊
」
所
収
）
、
松
村
癖
厳
稿
「
近
世
の
受
茶
羅
本
尊
の
種
々

相
」
（
「
図
説
日
蓮
聖
人
と
法
華
の
至
宝
第
一
巻
曼
茶
羅
本
尊
」
所
収
）
、
松
村
壽
殿
稿
「
日
蓮
宗
の
受
茶
羅
本
尊
」
（
「
正
法
」
第
一
六
四

加
え
、
両
山
第
十

。
）
上
岡
印
刷
所
、

大
上
人
御
正
筆
御
本
尊
井
定
師
兼
師
逵
師
感
得
主
九
世
教
持
院
日
里
」
と
あ
り
、
享
保
十
一
（
一
七
二
六
）
年
に
は
日
定
曼
茶
羅
本
尊
に

加
え
、
両
山
第
十
五
世
具
摂
院
日
逵
曼
茶
羅
本
尊
が
本
安
寺
に
格
護
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
愛
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）

芦
品
郡
自
治
会
編
、
東
洋
書
院
、
第
三
版
、
（
大
正
十
四
年
初
版
）
。
二
四
六
頁
。

明
応
九
（
一
五
○
○
）
年
条
。
法
華
宗
（
本
門
流
）
宗
務
院
、
昭
和
四
七
年
。

下
有
地
村
の
項
参
照
。
日
本
歴
史
地
名
大
系
第
三
五
巻
、
平
凡
社
、
昭
和
五
七
年
。

二
四
八
－
二
五
○
頁
。
思
文
閣
出
版
、
平
成
五
年
。

九
頁
。
管
茶
山
著
、
大
阪
龍
雲
舎
、
明
治
四
三
年
。

二
四
六
頁
。

二
四
頁
。
銅

平
成
六
年
。

－1伽一



（
調
）
二
○
五
－
二
○
九
、
二
一
七
－
二
一
九
頁
参
照
。

（
型
）
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
七
種
以
外
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
①
正
村
順
一
稿
「
日
蓮
上
人
の
國
膿
観
神
祇
観
に
就
い
て
」

先
師
の
受
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
」

（
配
）
二
○
六
－
二
三
三
頁
参
照
。

号
所
収
、
日
蓮
宗
新
聞
社
、
令
和
三
年
）
参
照
。

（
咽
）
第
二
十
巻
（
日
本
大
事
典
刊
行
会
編
、
小
学
館
、
昭
和
五
一
年
）
。

（
皿
）
き
も
の
と
悉
皆
み
な
ぎ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
名
物
裂
の
文
様
辞
典
」
参
照
。

（
妬
）
二
○
五
頁
以
下
。
株
橋
日
涌
著
、
東
方
出
版
、
平
成
十
八
年
。

（
蝿
）
宮
崎
英
修
編
、
東
京
堂
出
版
、
昭
和
五
三
年
。

（
Ⅳ
）
日
蓮
宗
事
典
刊
行
委
員
会
編
、
日
蓮
宗
宗
務
院
、
昭
和
五
六
年
。

（
肥
）
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
、
身
延
山
久
遠
寺
、
昭
和
六
○
年
。

（
週
大
平
宏
龍
・
株
橋
祐
史
著
「
法
華
宗
の
教
え
を
語
る
』
二
八
－
一
二
三
頁
参
照
。

（
別
）
そ
の
古
典
に
お
け
る
具
体
例
と
し
て
は
、
「
平
家
物
語
上
」
（
二
○
○
頁
、
日
本
古
典
文
学
大
系
第
三
二
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
三
四

年
）
・
「
平
家
物
語
下
」
（
六
四
・
六
五
頁
、
日
本
古
典
文
学
大
系
第
三
三
巻
、
昭
和
三
五
年
）
・
「
謡
曲
集
上
」
（
四
○
一
頁
、
日
本
古

典
文
学
大
系
第
四
○
巻
、
昭
和
三
五
年
）
・
「
今
昔
物
語
三
」
（
五
三
○
頁
、
日
本
古
典
文
学
大
系
第
二
四
巻
、
昭
和
三
六
年
）
・
「
曽

我
物
語
」
（
三
九
九
頁
、
日
本
古
典
文
学
大
系
第
八
八
巻
、
昭
和
四
一
年
）
・
「
神
皇
正
統
記
増
鏡
」
（
二
五
頁
、
日
本
古
典
文
学
大
系

第
八
七
巻
、
昭
和
四
○
年
）
・
「
懐
風
藻
文
華
秀
麗
集
本
朝
文
梓
」
（
二
六
八
頁
、
日
本
古
典
文
学
大
系
第
六
九
巻
、
昭
和
三
九
年
）
・

「
正
法
眼
蔵
正
法
眼
蔵
随
聞
記
」
（
四
二
五
頁
、
日
本
古
典
文
学
大
系
第
八
一
巻
、
昭
和
四
○
年
）
・
「
和
漢
朗
詠
集
梁
塵
秘
抄
」
（
三
五

○
頁
、
日
本
古
典
文
学
大
系
第
七
三
巻
、
昭
和
四
○
年
）
等
に
確
認
で
き
る
。

（
劃
）
寺
尾
英
智
稿
「
受
茶
羅
本
尊
の
系
譜
」
（
「
図
説
日
蓮
聖
人
と
法
華
の
至
宝
第
一
巻
受
茶
羅
本
尊
」
所
収
）
、
寺
尾
英
智
講
述
「
諸
門
流

先
師
の
受
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
」
（
「
興
風
」
第
二
六
号
所
収
、
興
風
談
所
、
平
成
二
六
年
）
等
に
も
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
受
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）
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（
酌
）
興
隆
学
林
紀
要
第
五
号
垂

（
鋤
）
「
定
遺
」
第
一
巻
四
二
三

（
劃
）
法
藏
館
、
平
成
十
四
年
、

（
犯
）
法
藏
館
、
平
成
十
八
年
。

興
隆
学
林
紀
要
第
五
号
所

（
「
龍
谷
史
壇
」
第
二
四
・
二
五
号
所
収
、
龍
谷
史
学
会
、
昭
和
十
五
年
）
、
②
小
林
智
昭
稿
「
日
蓮
の
神
祇
思
想
－
法
語
文
芸
の
一
課

題
」
（
「
専
修
国
文
」
第
一
号
所
収
、
専
修
大
学
日
本
語
日
本
文
学
文
化
学
会
、
昭
和
四
二
年
）
、
③
佐
々
木
馨
稿
「
日
蓮
に
お
け
る
神
祇

観
の
変
遷
に
つ
い
て
」
（
「
秋
大
史
学
」
第
二
○
号
所
収
、
秋
田
大
学
史
学
会
、
昭
和
四
八
年
）
、
い
上
田
本
昌
著
「
日
蓮
聖
人
に
お
け
る

法
華
仏
教
の
展
開
』
（
平
楽
寺
書
店
、
昭
和
五
七
年
）
一
九
六
頁
以
下
、
⑤
城
山
芳
幸
稿
「
日
蓮
に
お
け
る
神
祇
観
の
変
遷
に
つ
い
て
」

（
「
神
道
史
研
究
」
第
三
八
－
三
巻
所
収
、
神
道
史
学
會
、
平
成
二
年
）
、
側
佐
々
木
馨
著
「
中
世
仏
教
と
鎌
倉
幕
府
」
（
吉
川
弘
文
館
、
平

成
九
年
）
三
七
○
頁
以
下
、
側
山
上
弘
道
稿
「
日
蓮
大
聖
人
受
茶
羅
本
尊
の
相
貌
変
化
と
法
義
的
意
義
に
つ
い
て
」
二
興
風
」
第
十
七
号

所
収
、
興
風
談
所
、
平
成
十
七
年
）
、
⑧
横
山
琴
音
稿
「
御
書
の
記
述
に
み
る
神
祇
観
の
変
遷
－
佐
々
木
馨
氏
著
「
日
蓮
と
神
祇
」
を
中

心
と
し
て
」
（
「
本
化
仏
教
紀
要
」
第
四
号
所
収
、
ま
ど
か
出
版
、
平
成
二
八
年
）
等
が
あ
る
。

（
弱
）
「
大
崎
學
報
」
第
一
○
二
号
所
収
、
立
正
大
学
仏
教
学
会
、
昭
和
二
九
年
。
後
に
山
中
喜
八
著
『
日
蓮
聖
人
真
蹟
の
世
界
上
」
（
二

二
・
二
三
頁
、
雄
山
閣
、
平
成
四
年
）
に
再
録
。

（
妬
）
一
四
六
頁
以
下
・
二
五
二
頁
以
下
、
道
善
寺
学
舎
、
昭
和
十
五
年
。
後
に
泉
日
恒
著
「
泉
日
恒
先
生
著
作
集
」
第
八
巻
門
祖
部
（
一

六
六
頁
以
下
・
二
七
三
頁
以
下
、
本
門
佛
立
宗
乗
泉
寺
教
務
部
、
平
成
三
年
）
に
再
録
。

（
”
）
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
「
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
」
（
以
下
「
定
遡
ご
第
一
巻
（
身
延
山
久
遠
寺
、
平
成
三
年
改
訂
増
補

第
二
刷
）
八
七
七
頁
以
下
。

第
二
刷
）
八
七
七
頁

（
詔
）
山
喜
房
佛
普
林
、
平
成
二
○
年
、
二
三
三
頁
以
下
、
二
八
二
頁
以
下
。

（
詔
）
二
一
五
頁
以
下
。

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
坐
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
髄
）

収
、
興
隆
学
林
専
門
学
校
、
平
成
三
年
。

「
定
遺
」
第
一
巻
四
二
三
・
四
六
七
頁
、
「
定
遺
」
第
二
巻
（
平
成
三
年
改
訂
増
補
第
二
刷
）

法
藏
館
、
平
成
十
四
年
、
五
頁
以
下
。

’

一
八
二
六
頁
。
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（
翌
「
定
遺
」
第
一
巻
五
四
二
頁
。

（
調
）
「
定
遺
」
第
二
巻
九
六
五
・
九
七
九
頁
。

（
訂
）
「
定
遺
」
第
二
巻
一
二
三
六
頁
。

（
犯
）
「
定
遺
」
第
二
巻
一
二
九
二
頁
。

（
弘
）
「
定
遺
」
第
一
巻
四
五
四
頁
。

（
鋤
）
「
定
遺
」
第
二
巻
一
二
九
九
頁
。

（
㈹
）
「
定
過
」
第
二
巻
一
三
○
四
頁
。

（
“
）
「
定
遺
」
第
二
巻
一
三
一
九
・
一
三
三
○
・
一
三
四
二
頁
。

（
妬
）
「
定
遺
」
第
二
巻
九
五
九
・
九
』

（
妬
）
「
定
遺
」
第
二
巻
二
五
四
頁
。

（
卿
）
「
定
遺
」
第
二
巻
一
七
四
二
頁
。

第
二
巻
九
五
九
・
九
七

（
娼
）
「
定
遺
」
第
二
巻
一
四
九
三
舌

（
“
）
「
定
遺
」
第
一
巻
四
二
三
頁
。

（
哩
）
「
定
遺
」
第
二
巻
一
四
七
四
頁
。

（
媚
）
「
定
遺
」
第
二
巻
一
四
九
三
頁
。

（
帽
）
「
定
過
」
第
二
巻
一
八
四
八
頁
。

（
⑲
）
「
定
遺
」
第
二
巻
一
八
二
六
頁
。

罰
）
寺
尾
英
智
稿
「
新
潟
県
本
成
寺
所
蔵
の
新
出
日
蓮
曼
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
」
（
小
松
邦
彰
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
日
蓮
教

学
の
源
流
と
展
開
」
所
収
、
山
喜
房
佛
普
林
、
平
成
二
一
年
）
、
桑
名
法
晃
稿
「
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
本
尊
の
形
態
」
（
「
東
洋
文
化
研
究

所
所
報
」
第
十
七
号
所
収
、
身
延
山
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
平
成
二
五
年
）
等
参
照
。

（
別
）
立
正
安
国
會
、
平
成
二
年
。
本
稿
で
は
、
計
一
二
七
幅
収
録
の
改
訂
増
補
版
に
よ
る
。
本
書
収
録
曼
茶
羅
本
尊
の
数
の
変
遷
に
つ
い

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
愛
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）

六
頁
。
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付
記
本
安
寺
受
茶
羅
本
尊
の
研
究
に
あ
た
り
、
本
安
寺
現
住
山
上
豊
順
上
人
並
び
に
山
内
諸
氏
に
は
、
度
重
な
る
調
査
に
も
か
か
わ
ら
ず

御
高
配
を
賜
り
、
さ
ら
に
は
調
査
史
料
の
写
真
掲
載
と
発
表
の
御
許
可
を
頂
い
た
。
第
一
回
本
安
寺
受
茶
羅
本
尊
の
調
査
は
、
令
和
元

（
二
○
一
九
）
年
六
月
四
日
に
大
本
山
本
興
寺
貫
首
小
西
日
邊
視
下
、
興
隆
学
林
専
門
学
校
校
長
大
平
宏
髄
先
生
の
下
で
行
わ
れ
、
調

査
結
果
の
発
表
に
つ
い
て
御
快
諾
を
頂
い
た
。
ま
た
、
井
原
木
憲
紹
先
生
、
太
田
晴
道
先
生
、
鈴
木
順
隆
先
生
に
御
指
導
を
賜
っ
た
。

末
筆
な
が
ら
記
し
て
深
甚
の
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
安
寺
受
茶
羅
本
尊
の
調
査
は
、
本
安
寺
前
住
山
上
観
龍
上
人
（
事
観
院
日
浩
上
人
位
）
の
悲
願
で
あ
り
、
内
々
に
調

査
依
頼
の
要
望
を
耳
に
し
て
い
た
。
し
か
し
、
時
を
経
ず
し
て
観
龍
上
人
は
急
逝
さ
れ
、
受
茶
羅
本
尊
の
調
査
は
頓
挫
し
た
。
し
か
し
、

現
住
豊
順
上
人
は
前
住
の
辿
志
を
継
ぎ
、
今
般
受
茶
羅
本
尊
の
調
査
が
実
現
し
、
そ
の
成
果
を
前
住
観
龍
上
人
の
第
三
回
忌
に
発
表
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
仏
祖
三
宝
に
感
謝
申
し
上
げ
、
観
龍
上
人
の
御
霊
前
に
御
供
え
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
日
蓮
日
隆
隻
茶
羅
本
尊
神
祇
正
八
幡
本
安
寺

（
翌
大
塚
巧
蕊
社
、
昭
和
六
一
年
。

（
別
）
身
延
別
院
内
「
御
本
尊
鑑
」
再
版
刊
行
会
、
平
成
十
一
年
。

（
唖
小
西
日
邊
先
生
作
製
「
隆
師
受
茶
羅
本
尊
写
真
帳
」
、
淡
路
青
年
会
編
法
華
宗
淡
路
教
区
寺
院
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
Ⅱ
『
日
隆
聖
人
御
生
誕

六
百
年
記
念
宝
物
集
」
（
淡
路
青
年
会
、
昭
和
五
九
年
）
掲
載
写
真
、
妙
蓮
寺
文
書
編
纂
会
編
「
妙
蓮
寺
文
書
」
（
大
塚
巧
墓
社
、
平
成
六

年
）
掲
載
写
真
、
増
田
日
紘
著
「
改
訂
増
補
久
本
寺
誌
」
（
久
本
寺
、
平
成
十
五
年
）
掲
載
写
真
等
を
参
照
し
た
。

（
髄
）
一
覧
に
あ
る
、
寛
正
五
年
二
月
二
十
五
日
付
受
茶
羅
本
尊
は
、
花
押
の
み
が
隆
師
の
筆
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
他
筆
で
あ
る
。

て
は
、
寺
尾
英
智
稿
「
新
潟
県
本
成
寺
所
蔵
の
新
出
日
蓮
曼
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
」
に
詳
し
い
。

（
堅
国
書
刊
行
会
、
昭
和
五
一
年
。

享
徳
四
年
正
月
十
二
日
付
日
隆
聖
人
愛
茶
羅
本
尊
に
つ
い
て
（
小
西
顕
龍
）
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